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(論文要旨)

中国国内においては、社会主義体制が取られているため、理念的には政府の指導者層 (国

営企業等の管理者 =使用者)と 労働者との間には対立が存在 しないはずである。にもかか

わらず、過去から現在に至るまで、労働者がス トライキに踏み切る例は後を絶たず、その

数は資本主義体制を取つている日本よりもはるかに多い。

特に、2008年～2010年 ころにおいては、主に外資系企業を中心として、中国国内におい

て多数のス トライキが発生した。筆者も、当時、中国の日系企業において発生 したス トラ

イキの解決のために、現地で複数のプラク>ィ スを行った。そのようなス トライキの多く

において労働者が求めたものは、その地方が定める最低賃金基準と同額の賃金額又はそれ

に近い賃金額の改善や、未払賃金 (未払残業代を含む。)の支払であった。

このような 「ス トライキ」を解決する必要があつたため、実務においては様々な対応方

法が検討 され、また 「ス トライキ」に関連する裁判例も多数存在 している。にもかかわら

ず、現在のところ、「ス トライキ」の合法性等について、明文の立法はなされていない。

本論文は、上記のような経験をもとに、なぜ、中国においては 「ス トライキ」が起こる

のか、なぜ、ある程度先例があるにもかかわらず、このような 「ス トライキJについて立

法がなされていないのか、とい う問題意識の下、以下の各点を研究課題とするものである。

。 中国における 「ス トライキ」という現象は、どのような原因及び背景の下、発生して

いるのか ?と りわけ同現象についての立法上の問題点及び立法がなされていない背景

|ま何か ?

。 「ス トライキ」に対する現在までの実務的な対応例としてどのようなものがあり、学

説及び裁判例ではどのような取 り扱いがされているのか ?

。 以上において検討 した内容を整理・分析 した上で、帰納・総合することにより、集団

的労働紛争解決に向けて、「ス トライキ」法制の立法化にどのような提言が可能か ?

以上の問題意識と研究課題を受け、本論文では、まず、第 2章で、中国国内において発

生 し続けている 「ス トライキJと その原因 。背景について一定の考察を行つた上で、第 3

～6章で、中国におけるス トライキ及び団体交渉等に関連する現状の立法の状況 (日 本法と

の若干の比較を含む。)、 中国国内の裁判例におけるこれらのス トライキに関する判断を検

討 した上で、これ らのス トライキに関する学説の論考 (事実上のス トライキを指す用語の

定義についての検討を含む。)、 労働行政部門による対応をそれぞれ紹介 し、第 7章で、筆

者が経験 した中国国内におけるス トライキについて企業から見た予防策・対応策を整理し、



最後に、第 8章で、上記のような各状況を総合して、事実上のストライキ及びこれらに関

連する集団的労働紛争の解決に向けた立法の検討・提言を行 うものである。

なお、本論文においては、これらの分析や結論を視覚化するために、状況に応 じてフロ

ーチャー ト図を作成し、理解の一助とできるように心がけた。

以 上
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中国における「ス トライキ」についての法的考察

一集団的労働紛争の解決に向けた立法への提言―

第 1章 問題 の所在

第 1節 中国における「ス トライキ」の概況

中国国内においては、社会主義体制が取られているため、理念的には政府の指導者層 (国

営企業等の管理者 =使用者)と 労働者との間には対立が存在 しないはずである。にもかか

わらず、過去から現在に至るまで、労働者がス トライキに踏み切る例は後を絶たない。

特に、2008年～2010年ころにおいては、主に外資系企業を中心として、中国国内におい

て多数のス トライキが発生 した。その多くは、その地方が定める最低賃金基準と同額の賃

金額、又はそれに近い賃金額の改善を求めたものであったことが確認されている1。

各労働者に支払 うべき賃金については、個別の労働契約又は集団契約で定められており、

上記のような賃金であっても、上記の最低賃金基準を下回る等の特段の事情がない限り、

違法とはならないのが原則である。にもかかわらず、2008年～2010年 ころにおいては、複

数の労働者の集団がその改善を求めて 「ス トライキ」を行 うに至った。

中国政府の統計資料2に よれば、1996年における集団労働争議3案件の数4は 3,150件 であ

つたが、2002年には 11,024件 となって 1万件を超え、ピークである 2008年には 21,880

件 となった。その後は合々に減少に転じ、年間数千件となっていたが、2015年においては

10,466件 となり、再度 1万件を超えるに至っている。

本論文を作成 している現在においては、2008年～2010年 ころほど集中してス トライキは

1-部では、工場の移転に伴 う、工場の一部閉鎖 。労働者の解雇の回避を求めたス トライキ

もあつたとのことであるが (王若晶 「地方政府介入妥工的策略選択及原因分析一以 G企業

妥工事件為例 (原文 地方政府介入妥工的策略及原因分析一以G企辻署工力例)」『中国人力

資源開発』2013年第 1期 91頁以下)、 筆者の調査の限り、これらは全て労働条件の改善等
に関連して行われたス トライキであり、それ以外を目的として行われたものはなかった。
2中 国労働統計年鑑より引用 (同年鑑の数値は統計年鑑共有プラットフォーム (原文 銃汁

年盗分享平合)(httpV/www.yearbookchina.com/index.aspx/最 終アクセス日2019年 10

月 21日 )から、労働仲裁委員会が受理したとする件数を引用した。なお、労働仲裁委員会
が受理する案件は、法令上、集団契約の履行に関するものに限定されない。 (労働人事争議

仲裁弁案規則 (原文 芳功人事争炭仲裁亦案規只J)第 62条第 1項。)

3中国での「労働争議」は、日本でいうところの「労使紛争」に該当する。以下、特に断り
がない限り同じ。
4資料上、明示はされていないが、一定数ス トライキが発生した事案を含むと解される。ま

た、当該資料は、集団労働争議事件として労働仲裁委員会に申立があったものを統計した

ものに過ぎず、筆者の実務における知見から推測すると、当該資料の統計以外にも事実上
のス トライキは暗数として発生していると思われる。なお、これらの統計を用いず、報道
の件数等を基に事実上のス トライキを整理、分析した論文として、李麗林、苗苗、胡夢潔、
武静雲 「2004年 -2010年我国典型停工事件分析J『 中国人力資源開発』2011年第 3期 80

頁以下がある。

1



発生しておらず、また、労働者の集団が改善を訴える内容も、賃金以外の多種多様な労働

条件に及んでいるが、依然として一定数のス トライキは発生し続けている。

図表 1 集団労働争議の案件数 (1996年～2016年 )

(件数)
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出典 :中国労働統計年鑑 2017年版のデータに基づき筆者作成

第 2節 問題意識 と研究課題

上記のような 「ス トライキJを解決する必要があつたため、実務においてはその解決例

や裁判例が存在 している。にもかかわらず、現在のところ、「ス トライキ」の合法性につい

て、明文の立法はなされていない。

筆者もこれまで実務家として、外資企業において発生 した 「ス トライキ」の解決に数件

関与したことがあるが、上記の通 り明文の立法がなされていないことから、各事案におい

て個別に対応 し、解決せざるを得なかったとい うのが実情である。

筆者は、上記のような事案に接 して、なぜ、中国において「ス トライキ」が起こるのか、

なぜ、このような 「ス トライキJについて、ある程度先例があるにもかかわらず立法がな

されていないのか、という点について疑問を持つに至った。

以上のような問題意識の下、本論文では以下の各点を研究課題 として、これ らについて

検討を進めることとしたい。

・ 中国における 「ス トライキ」という現象は、どのような原因及び背景の下、発生 して

いるのか ?

。 とりわけ、同現象の立法上の問題点及び立法がなされていない背景は何か ?

。 「ス トライキJに対する現在までの実務的な対応例 としてどのようなものがあり、学

2



説及び裁判例ではどのような取り扱いがされているのか ?

以上の分析を帰納及び総合することにより、集団的労働紛争の解決に向けて、「ス トラ

イキ」の立法化にどのような提言が可能か 9

第 3節 論文の構成

以上の問題意識と研究課題を受け、本論文では、まず、第 2章で、中国国内において発

生し続けている 「ス トライキ」とその原因・背景について一定の考察を行つた上で、第 3

～6章で、現状におけるス トライキ及び団体交渉等に関連する立法 (日 本法との若干の比較

を含む。)の状況、裁判例におけるこれらのス トライキに関する判断を検討 した上で、これ

らのス トライキに関する学説の論考 (各学説における事実上のス トライキという用語の定

義の差を含む。)、 労働行政部門5に よる対応を紹介 し、第 7章で、筆者が経験した中国国内

におけるス トライキについて企業から見た予防策・対応策を整理し、最後に、第 8章で、

上記のような各状況を総合 して、事実上のス トライキ及びこれらに関連する集団的労働紛

争の解決に向けた立法の検討・提言を行 う。

なお、本論文では、

・ 本論文で論 じているス トライキをそれぞれ区別するため、中国国内において現象とし

て発生 し続けているス トライキを「事実上のス トライキ」といい、一般的にス トライ

キ法制が定められている法制度下において、合法なものとして認められるス トライキ

を「狭義のス トライキ」といい、概念 としてのス トライキ及び上記のいずれの定義に

も限定されないス トライキを単に 「ス トライキ」ということとし、

。 「罷」については、引用する条約・法令等で使用されている場合を除き、全て簡体字

である「妥」を使用することとし、

・ 法令の引用については、特に国家について明記がない限り、中国の法令を指すことと

する。

第 2章 中国国内における事実上のス トライキ とその原因及び背景

第 1節 事実上のス トライキといわれる現象

日本では、20■ 年の全国統計において、ス トライキが行われた件数はわずか 57件で、

ピークであった 1974年の9,500件超という件数からすると約 200分の 1に減少している6。

奇しくも本論文の執筆中である2019年 中に、東京都内の私立学校において、教職員らが当

52008年 3月 の国務院組織改編までは「労働及び社会保障部門 (原文 芳功和社会保障部)」 、
2008年 3月 の国務院組織改編以降は 「人力資源及び社会保障部門 (原文 人力資源和社会

保障部 )」 を指す。労働行政部門が所轄する内容は、日本の厚生労働省の労働関連諸部署 (労

働委員会を除く。)に類似 している。以下同じ。
6「2011年は全国で 57件、日本でス トライキが少ない理由」日本経済新聞 2012年 11月

20日 プラスワン。(https:〃 style.nikkei.com/article/DGXDZ048496140W2AlllClW14001

/最終アクセス日2019年 10月 20日 )。

3



該学校の制度・教員の待遇について改善を求めてス トライキを行い、また、サービスエ リ

アにおいて、その従業員らが解雇を強要された従業員の復職等を求めてス トライキを行 う

等 したが、これが稀有な例として報道されるほど、大規模なス トライキは発生 していない

というのが現状である。

日本国内において、このようにス トライキ (狭義のス トライキを含む。)が減少 したこと

については、下記のような複数の理由が挙げられている7。

・ 高度成長期に比して物価が安定し (さ らにはデフレに至って下落し)、 労働者の生活も

相対的に安定したため賃上げを行わなくとも生活を維持できるようになったこと

・ 産業構造の変更に伴い、製造業等の労働集約型産業に従事する人員が減少 し、小売や

飲食等のサービス産業に従事する人員が増加 したこと

。 労働組合側 としても、雇用の安定、確保とい う観点から、使用者側に損害が発生し、

賃金を支払 う原資に影響 しうるス トライキのような強硬な手段で賃上げを求めにくく

なったこと

射 して、中国では、近時の経済成長率は 60/0程度にとどまり、物価の上昇率も一時に比べ

れば安定してきている。しかしながら、1級都市 (北京や上海等)における不動産価格は依

然として上昇 し続けている等、その状況は依然として 1974年ころの日本の高度経済成長期

の状況に類似 してお り、物価の上昇に賃金の上昇が追いついていないという現状等は継続

している。このような背景を理由として、中国では、事実上のス トライキが発生 し続けて

いる。

このような事実上のス トライキにおいて、労働者が求めている内容は、主には (残業代

を含む)未ナム賃金の支払、賃金の増額である (労働環境の改善等を求めるものもあるが割

合 としては少数である。)。 これらを求めて、労働者が労働の提供を拒否するとい う集団行

動を起こすとい う点においては、中国以外の各国において法的な規定のある狭義のス トラ

イキと現象面では類似 している。 しかしながら、中国における事実上のス トライキは、工

会 (後述)8が関与 したり、主導したりするものではなく、団体交渉権限の有無も、事実上

のス トライキを行つている団体の代表者も不明確なまま、自然的に発生している。さらに、

その大多数の事実上のス トライキにおいては、事前に団体交渉が行われることなく、使用

者側に未払賃金の支払や賃金の増額 とい うような労働条件の改善を求めて、多数の労働者

が労働の提供を拒否 し、さらには生産場所である使用者側の工場を占拠する、といつた争

議行為を起こすというJ点 に特徴がある。

日本のようにス トライキに関する法制が整備されている国家においては、一般的には、

7「 2011年 は全国で 57件、日本でス トライキが少ない理由」・同上。
8ェ会は日本法における労働組合に、工会法は日本法における労働組合法にそれぞれ位置づ

けることが可能であるが、法令上、想定されている両者の役割はかなり異なつており、そ

の差異やこれに関連する問題ザ煮は第 2章第 2節 (2)、 第 8章第 3節 (1)で後述する。
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このようなス トライキは「山猫ス ト」と呼ばれ、違法なス トライキとされている9。

しかしながら、中国においては、ス トライキに関する法制が整備されていないことから、

上記のような事実上のス トライキであつても、それが合法であるか、違法であるかを即時・

明確に判断することはできず、個別に精査 して判断する他ないのが現状である。

以下、なぜ、このような形で事実上のス トライキが発生するのか、さらにその背景を制

度的、文化的及び事実的各要因に分けて分析する。

第 2節 制度的要因

(1)団体交渉及び争議行為に関する法整備の不十分性

現行の労働法制では、労働契約法10において集団契約の締結に関する規定 (同法第 51条

以下)やこれに関する手続規定 (集団契約規定11や各地の集団契約規定・集団契約条例)が

制定されている。 しかし、このような各規定においては、労働者側代表が工会のイニシア

ティブで選出される等の定めはあるものの、具体的にどのような手続で団体交渉を進める

のか、団体交渉が決裂 した後に、労使間においてどのような手続を取 りうるのかについて

は、これらを明確に規定した条頂はなく、実効性には大いに疑問が持たれている12。

日本の団体交渉においては、労働組合が労働者の代表として矢面に立ち、使用者側 との

協議を行 うことが多いが、次項で後述する通 り、日本における労働組合制度と中国におけ

る工会制度 との間には大きな差異があり、工会は、労働者の利益を代表する役割のみを果

たすわけではない。後述する通 り、中国法上、ス トライキの合法性及びス トライキを実行

する権利そのもの、ならびにス トライキを組織 し、これをコン トロールする権利が工会に

認められるかどうかは、諸法令においても明記されていないため、工会が自ら主導的にこ

れらを行った例はほとんど存在 しない13。

このような工会に代わり、労働者を代表してその問題意識を集約 して、団体交渉等によ

りこれを使用者側に伝達し、場合によってはス トライキを主導するような組織・制度に関

する規定が十分ではなかったことから、労働者の問題意識を適宜集約することができず、

蓄積 した不満が爆発 した。その結果、労働者がやむを得ず事実上のス トライキを行い、こ

れを契機 として使用者側との交渉を求める、という経過が、中国における事実上のス トラ

9菅野和夫『労働法』[第 ■版](以下「菅野・『労働法』」)840861頁 (有斐閣、2016年 )。

なお、フランスのように、ス トライキが労働者個人の自発的行為とされている法制におい

ては、このような 「山猫ス ト」自体が存在 しえない。
10原文 労功合同法。
n原文 集体合同規定。なお、「集団契約」の効力は、日本法の労働協約とほぼ同様の効力

を有 している (同規定第 6条等)。

12中村良二ほか「中国進出日系企業の研究―党・工会機能と労使関係―J『十日日本労働研究

機構 資料シリーズ』No180(2003年 )9頁以下。
13中村ほか 。同上 20頁以下。なお、常凱 「中国におけるス トライキ権立法」『九大法政研

究』69巻 3号 486貢以下 (2003年 )において紹介されているような事例は、極めて異例

である。
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イキにおいては一般的である。

このように、団体交渉・争議行為に関する法整備の不十分性 14が 、事実上のス トライキ発

生の一因 となっている。

(2)工会制度の特殊性

現状、中国においては、日本の労働組合に位置づけられる組織として、「工会」が存在す

る。 しかしながら、工会は、中小企業内において設立されることはそれほど多くなく、仮

に企業内において設立されたとしても、総経理15ゃ高級管理職が基層工会 (企業内工会)の

代表者である場合もある。また、中華全国総工会を頂点とする組織構造により、基層工会

等の下級の工会は、上級工会の監督を受けるものとされ、このような上級工会の幹部は政

府から派遣されている例も多い。法令上も、工会は、労働者側の利益を代表するのみなら

ず、労働者 と使用者との間における矛盾の調整や労働者 と政府との間における調整を行 う

任務がある (工会法第 6条、第 34条等)。 このように、工会は、日本の労働組合とは異な

り、純粋に労働者側の利益を代表する組織ではないため、工会が労働者側の意思・意見を

集約するには限界がある16。

以上のような事情から、現状の法制度における工会は、基層工会であっても、労使の利

益の衝突が最も尖鋭化する、賃金等の労働条件に関する団体交渉やこれに関するス トライ

キとい う局面においては、労働者側の利益のみを代表 して行動することができない。この

ため、工会は、労働者によるス トライキという集団行動を主導することができず、結果と

して、労働者は、工会の関与なく、自然発生的に団体行動、ひいては事実上のス トライキ

を起こさざるを得ないことになっているのである17。

第 3節 文化的要因

(1)雇用に関する考え方

中国人の雇用に関する考え方については、日本社会において根深 く浸透 している終身雇

用制度 (近時においてずいぶんその体制が崩れたが)と は根本的に異なると考えるべきで

ある。中国社会においては、労働契約は有期雇用が大半18で ぁり、期間満了時における労働

14なお、さらに進んで、中国における集団的労働紛争解決手続の現状と課題について検討
した論文として、山下昇「中国における集団的労働紛争の実態とその解決手続の課題」(『季

刊労働法』236号 92頁以下 (2012年)が ある。
15董事会 (一般的には日本法における取締役会に相当する)の決議等による公司の決定と

監督の下で、公司の事務を統轄管理する責任者企業。米国の企業における最高執行責任者

(COO)に該当すると考えてよい。
16筆者の実務経験における知見。類似した見解として、山下昇「中国における労使紛争処

理制度」『アジア法研究』7号 118頁 (2013年 )、 高見澤学 「報告 I 労働争議・賃上げの

実態と経済的影響」『中国研究月報』65巻 1号 6頁以下 (2010年)等。
17高見澤 。同上 6頁以下。
18労働契約法第 14条等において、一定の場合に、使用者側に無固定期間の労働契約の締結
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条件の交渉如何によつては、労働者はすぐに労働条件がより良い他の企業に転職 してしま

う19。 また、日本と異なり、何度も転職を繰 り返していることは、当該労働者についてマイ

ナス評価 となることはない。

中国における労働者は、雇用契約に関して、基本的には、使用者 (会社)と 労働者は対

等であり、より良い労働条件や賃金は交渉によつて獲得するものであると考えている側面

があるため、「会社に対して忠を尽くす」、「ご恩と奉公」、「一宿一飯の恩義」といったよう

な日本的な労使関係における伝統的な意識は通用しない20。

このような雇用に封する考え方を基礎 として、労働者は、たとえ事実上のス トライキが

違法であると咎められたとしても、満足できない労働条件で労働を継続するよりは、権利

や利益を求めて争議行為や事実上のス トライキを行 うべきである、これにより労働契約を

解除されても他に職を探せばよい、という考えに至ることも多いように思われる。

(2)労働者の権利意識の変化

農村における農業で生計が維持できなかった中国の農民は、1970年代後半から 1980年

代にかけての改革開放以降、生計維持のため農村から都市部又はその近郊に出稼ぎのため

に移住 し、労働集約型企業において雇用されていた。 このような農民工の多くは、労働集

約型の企業において、たとえその労働条件が過酷であっても、生計の維持のために継続 し

て勤務せぎるを得なかったことから、単純作業に近い労働に忍耐強く従事していた。 (こ の

ような農民工が過酷な労働条件でも忍耐強く勤務することによる低廉な人件費が外資を誘

引し、今 日の中国の経済発展の基礎 となったと考えることもできる。)

近時においては、このような 「第 1世代農民工Jが定年退職 して世代交代が起こり、そ

の子孫もまた、同じような単純労働に就 くようになる例がみられる。このような 「新世代

農民工」は、上記のように出稼ぎのために農村から移住 してきた 「第 1世代農民工」と異

なり、都市部又はその近郊で生まれ育ち、元来より都市部に居住する住民と同様、「第 1世

代農民工」に比して、相対的に教育水準・権利意識も高くなった。結果、「第 1世代農民工」

が気付かなかった (又 は気が付いたとしても、労働力の代替性 という労使の力関係上、そ

の当時は主張できなかった)要求を積極的に主張するようになった。

また、「第 1世代農民工」の時代に比すると、現在では、その家庭における生活水準も日々

の生活の心配をする必要があるレベルではなくなったことから、「新世代農民工」は、「第 1

世代農民工」に比べ、忍耐力のレベルが低下していると言われており、「第 1世代農民工」

を強制する規定が制定される以前は、無固定期間の労働契約が締結されることは極めて稀
であった。
19筆者の実務経験における知見。類似 した見解として、山下昇、襲敏編著山下昇、襲敏編

著「変容する中国の労働法■「世界の工場」のワークルール」『九大アジア叢書』40頁 (2010

年)等。
20韓旭、張衛塀 「日本企業文化在中国的発展困境 (原文 日本企並文化在中国的友展困境)J

『鄭州航空工業管理学院学報』30巻 63頁以下 (2012年 )。
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の時代においてはス トライキに至らなかつたような程度の不満であっても、安易に事実上

のス トライキという集団行動をとってしまう傾向がある。

このような、農民工の世代交代、労働者の権利意識、生活水準の向上もまた一因ではな

いかと指摘されている21。

(3)異文化コミュニケーションの欠如及び言語的差異の理解の欠如

外資系企業特有の問題点として、本社の経営陣と現地雇用の管理者、本社が現地に派遣

した管理者 と現地雇用の労働者 らとの間で、異文化間におけるコミュニケーションを行わ

なければならないとい う点がある。このような異文化間におけるコミュニケーションは、

それを行 う者がこれに高い意識をもつていたとしても、容易に実現できるものではない。

特に、日系企業においては、現地法人においても日本式の組織管理を行 うことを目的と

して、本社から現地法人に管理者 として日本人を派遣することが多い。 ところが、このよ

うに本社から派遣された管理者は、一定期間の経過後、現地法人への派遣が終了し、後任

の担当者の着任後、本社へ復帰することが通例であるため、一般的に、労働者 と積極的に

異文化コミュニケーションをとることが少ない。

また、このようなことから、日本の本社から派遣された現地法人の管理者は、現地法人

の労働管理に問題が発見されたとしても、自分が管理者で赴任 している時に顕在化 しなけ

ればよいという発想の下、積極的に問題解決の方策を採 らないことも、日本式の現地法人

管理の問題点の一つである。

このような特質から、日系企業の現地法人においては、特に、現地労働者 との間におけ

る異文化コミュニケーションが活発化 していないように思われる。

2010年 当時に多数発生した事実上のス トライキは、多くが外資系企業 (特 に日系企業22)

におけるものであった。当時の外資系企業においては、いまだ管理職が中国語にそれほど

堪能でない外国人 (日 本人)であつたことも相まって、言語的にも、文化的にも労働者 と

の意思疎通がそれほどうまくいかず、結果、労働者の不満解消や労働環境の改善が遅れ、

鬱積 した労働者の不満がス トライキという形で発現 したとする分析もある23。

特に、日本語が 「空気を読む」「雰囲気を察する」という言葉に代表されるように、言語

外の背景等を読みとつて意思疎通を行 う高コンテクス ト文化24に基づく言語であり、現地法

人における管理者がこれを前提として意思疎通を行 う傾向があつたことから、表現が直裁

で言語外の背景等をあまり利用 しない低コンテクス ト文化に基づく中国語を前提として意

21李坤剛 「新世代農民工 その特徴と課題J『 ビジネス・レーバー・ トレンド』2017年 10

月号 74頁以下等。
22鄭悦 「日企的中国危機 (原文 日企的中国危机)」『IT経理世界』2010年 12月 期 21頁以

下等。
23高見澤 。前掲注(17)2頁以下。
24本名信行、ベイン・ホンフア、秋山高二、竹内裕子編著『異文化理解とコミュニケーシ

ョン<1>こ とばと文化』[第 2版]第 1章、第 2章、第 7章、第 10章 (三修社、2005年 )。
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思疎通を行 う労働者側 との意思疎通が阻害され、結果として使用者側の考えが労働者側に

うまく伝わらなかった り、また、労働者側の要求に対 して使用者側が曖味な回答を行った

まま放置 したりしたため、これらに対する不満が積み重なり、ス トライキの一因となつた

と考えられる25。

第 4節 事実的な要因

(1)「農民工」、「実習生」の存在と低賃金労働

前節(1)で述べた通 り、労働集約型企業では、古くから、農村から都市部又はその近郊に

出稼ぎのために移住 した農民工を雇用 して、最低賃金水準に近いような安価な賃金で、単

純作業に近い労働を行わせていた。

さらに、中国の都市部・都市部近郊においては、今なお人件費が高騰 し続けていること

から、このコス トをできる限り削減すべく、一部の企業 (外資系企業のみならず、中国系

企業を含む。特に華南地域。)では、専門学校や大学卒業前の学生を実習生という名 目で、

実際には労働者 と同じような労働に従事させている。このような実習生は労働者として取

り扱われず、上記の最低賃金の規制を受けないことから、 (最低賃金水準を下回る)実習手

当しか支払われないことがほとんどである。このような低賃金で労働を提供 し続けている

これ らの労働者 らが長期の低賃金に不満を募 らせ、事実上のス トライキに発展する場合が

多く見られる26。

2008年～2010年 ころにおけるス トライキの多発後 (一部地方においてはス トライキ直前

ころ)において、各地方の政府は、約 10%～30%に わたる大幅な最低賃金基準の引き上げ

改定を行った。このようなことから、もともと、最低賃金基準が市場賃金 (通常当該地方

の消費水準から考えた、生活するに必要又は相当と認められる最低限度の賃金)と 乖離し

ていたことが推測される27。

さらに加えて、企業がその経営活動により利益を出しているにも拘わらず、使用者側が

賃金を上昇させなかつたことも相まって、労働者がこのような賃金の水準に不満を持つに

至ったことが、事実上のス トライキの一因と考えられる。

(2)撤退、体制変更、産業構造の変革によるリス トラ

現状、中国国内で発生 している事実上のス トライキの一部は、撤退、体制変更、産業構

25筆者の実務経験における知見。
26常凱 (胡 光輝訳)「南海ス ト現場からの報告」『 中国研究月報』第 64巻 8号 1頁以下 (2010

年)等。
27最低賃金規定 (原文 最低工資規定)に基づき 2年に一度の改定が義務づけられているが

(同規定第 10条 )、 市場の物価上昇率と同率の改定が行われることは少なく、徐々に市場

賃金 との乖離が拡大していると考えられる。特に 2009年 ころはリーマンションクにより、

多くの地方において最低賃金の改定がなされなかつたことから、乖離の程度はより大きく

なっていた。
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造の変革によるリス トラの際に、労働者側がリス トラ案に反対 して発生 している。 リス ト

ラについては、労働法第 27条、労働契約法第 41条 28において一定の要件の下認められてい

るが、この要件に従ったリス トラを行った場合であっても、労働者側がリス トラ案に不満

を持ち、退職条件の更なる上昇を求めて事実上のス トライキに及んだ例もある。

近時、中国においては、急速な経済発展に伴い国営企業が競争力を失つたことによるリ

ス トラ、産業構造変革により業界そのものが縮小することによる廃業等 (イ ンターネット

の発展に伴 う印刷業界の衰退等29)に伴 うリス トラが行われることも多く、これに伴 う労働

契約解除に関して、より良い退職条件を求めて、労働者側がス トライキに踏み切る例もま

まみられる。このような例はこれまで国営企業において問題 とされてきたが、外資企業に

おいても、リス トラ、廃業、撤退等においては同様の理由から労働者側がス トライキに踏

み切る可能性は十分にありうる30。

(3)情報の伝達による模倣

中国では、ある地方 。ある企業においてス トライキが発生した結果、その後の交渉にお

いて、使用者側が労働者の要求を飲んで賃金の上昇等の労働条件改善を行ったとい う情報

が出回ると、同一地方の他の企業や異なる地方の同種企業等においても、労働者が同様の

要求を行い、模倣的なス トライキが発生する傾向がある。

特に、近時においては、微博 (中 国版ブログ)等の SNSの発達によつて、極めて迅速か

つ広範囲に情報が拡散される例が多くみられる。

2010年 ころにおいては、現在ほど SNSが発達していたわけではないが、同時期に多発

した日系企業の現地法人における事実上のス トライキは、情報の伝達により模倣される例

も多かったように思われ、日系企業の現地法人管理においては、このような傾向も無視で

きないと考える。

(4)本社派遣労働者 (日 本人)と 現地労働者 (中 国人)と の給与格差

外資企業特有の問題ではあるが、多くの外資企業、特に日系の現地法人においては、本

社派遣の日本人労働者の給与水準を本社 と同水準に維持するため、本社派遣の日本人労働

者と現地労働者 との給与体系が全く異なるものとなってお り、現地労働者から見れば、前

28 同条第 1項によれば、(1)企業破産法の規定により企業再編を行 う場合、(2)生産経営が

きわめて困難な情況に陥つた場合、(3)企業の産業転換や重要な技術革新、又は経営方式の

調整により、労働契約を変更してもなお、労働者削減をしなければならない場合、 (4)労働

契約締結時の根拠 となった客観的な経済状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行がで

きなくなった場合は、労働者を解雇する日の 30日 前までに労働組合あるいは全労働者に状

況を説明しなければならず、工会あるいは全従業員の意見を聴取の うえ、労働者削減案を

労働行政部門に報告後、労働者の削減ができるとされている。
29藩暁東「応首先従経営者角度械問題 (原文 庇首先赤人空首者角度才完同題)」『 F「刷工業』2013

年 04期 37頁以下。
30筆者の実務経験における知見。
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者に対する給与が後者に対する給与と比較 して過分に多額になっていることが往々にして

ありうる。

本社派遣の日本人労働者は、現実には本社に対する報告業務や管理業務、本社からの指

示の実行という現地法人運営以外の業務があるため、同様の作業とはいえないが、現地労

働者から見れば、同様の作業を行っているように見える。このような本社関連業務につい

ての現地労働者に対する説明不足等も相まつて、上記の給与格差が、同一労働同一賃金の

原則に反すると受け止められ、現地労働者が不満を持つに至ったことも事実上のス トライ

キの一因と考えられる。

第 3章 狭義 のス トライ キに関す る根拠法

第 1節 日本の国内法

日本法においては、日本国憲法第 21条において 「集会、結社及び言論、出版その他一切

の表現の自由はこれを保障する。J(結社の自由)、 同第 28条において 「勤労者の団結する

権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」 (労働基本権)と 定

められてお り、また、上記各規定を受け、日本の労働組合法は、労働組合がその主体とし

てス トライキを行った場合について、刑事免責 (同法第 1条 2項 )・ 民事免責 (同第 8条 )・

不当取扱 (不 当解雇)からの保護 (同第 7条第 1号)の各規定を設け、さらに労働関係調

整法は、 (日 本法の定義による)労働争議 (同法第 6条 )。 争議行為31(同第 7条)について

定義規定を設けるなどして、憲法の趣旨を確認 している。

さらに、過去に行われたス トライキ及びこれに関連 して行われた争議行為等について、

合法性が争われた判例も集積されていることから、どういつた場合にス トライキが合法と

なるのかを判断するのは比較的容易であるといえる (日 本法においてどのようなス トライ

キであれば合法となるかについては、本論文の趣旨を逸脱するため、ここでは詳細な検討

を差 し控える。)。

以上から、日本では、 (労働組合のように)団体交渉の主体となりうる者が、労働条件の

改善を目的として、団体交渉の一環として、時期や手続において使用者の権利を不当に侵

害しない (誠実な団体交渉を行った後に、適切な告知を行って開始される等)と いった諸

条件を満たして行われるス トライキは、労働者の権利 として認められた争議行為の一種で

あり、合法であると解 されている32。

第 2節 中国の国内法

中国においては、1982年の改正憲法 (以下「1982年憲法」という。)の制定時に、1975

31どのような行為が 「争議行為」に分類され、どのような行為が 「組合活動」に分類され

るのかについては、一定の解釈の余地があるが、論旨を逸脱するため、本論文では割愛す

る。
32菅野・『労働法』9089?1頁。
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年の改正憲法 (以 下「1975年憲法」という。)及び 1978年改正憲法 (以 下 「1978年憲法」

という。)に規定されていたス トライキ権が削除された以降33、 憲法にス トライキ権は明記

されていない。1982年憲法の改正時においては、ス トライキが憲法上の権利であると規定

されていたことを背景として、国営工場において不当なス トライキが多数発生し、経済発

展が妨げられ、全人民の利益を害 したという歴史、及び、社会主義経済が発展 した結果、

国家と労働者の利益は一致し、ス トライキを行って労働者が強硬に権利を主張する必要は

なくなったこと等を理由にして、ス トライキ権は憲法から削除された34。

以降、現在に至るまで、憲法、その他労働関連の各法においても、ス トライキ権及びそ

の合法性は明記されていない。

また、憲法に定められた労働者の権利に関するその他の条項においても、労働者の団結

権、団体交渉権及び団体行動権については、1982年の改正の前後を問わず言及されていな

い。

ここで、公務員関連の法律 (た とえば公務員法 (2017年修正)、 裁判官法 (2017年修正 )、

検察官法 (2017年修正)、 人民警察法 (2012年修正)等。)についてみると、それぞれこれ

らの地位にあるものが 「妥工」に参加することを禁止する条文がある。これは、1982年の

改正が行われる以前の憲法において用いられていた 「雲工」とい う用語 と同じであり、少

なくとも、これらの法令では 「哭工Jは禁止されていることになる。

他方で、工会法では、第 27条において「停工」・「怠工J等に関する対応又は処理が規定

されている (なお、第 5章第 2節で後述する通り、工会法第 27条が規定する「停工」、「怠

工」の解釈については、各学説間において争いがある。)。

しかしながら、上記のいずれの法律においても、どのようなス トライキが 「妥工」であ

り、どのようなス トライキが 「停工」、「怠工Jに とどまるのか、「嬰工」、「停工J及び 「怠

工」のそれぞれの区別について、現行の法令上は明らかではない35。

このように、「雲工」、「停工」及び 「怠工」の法的性質について、合法・違法を明記 した

全国的な法令は、現在のところ存在せず、ス トライキについて立場を明らかにするような

331975年の改正憲法において 「公民は言論・通信・出版・集会・結社・行進 。デモ・ス ト

ライキ (原文 「妥工」)の権利を有する。」と規定され、1978年の改正憲法においても同規

定は維持されたが、1982年以降の憲法においては、「公民は言論 。通信・出版・集会 。結社・

行進・デモの権利を有する。」と改正され、ス トライキの権利は削除された。なお、1975

年の改正憲法において、ス トライキの権利が規定された理由については、文化大革命期 と

いう特殊な政治的な背景から様々な見解があるが、本論文では割愛する。
34胡喬木 (憲法改正委員会秘書長)「憲法改正委員会第二回全体会議における説明」 (原文

《完法修改委員会秘串浜胡芥木在完法修改委員会第二次全体会炭上的沈明》)(1982年 4月

12日 )。

35なお、2011年末 ころ、「哭工」、「停工」及び 「怠工Jの区別について、筆者が上海市総

工会に問い合わせたところ、2010年度上半期に行われたよ うなス トライキは 「停工」又は
「怠工」であ り、「妥工Jであると断定することまではできない、 とい う趣 旨の回答を頂戴

した。
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政府の公式見解も見当たらない36。

第 3節 条約

(1)ILO条約 87号 「結社の自由および団結権の保護に関する条約」

国際労働機関 (以 下「ILO」 とい う。)の 「結社の自由および団結権の保護に関する条約 J

(以 下「87号条約」という。)について、日本は 1965年に批准しているが、中国は未だ署

名・批准を行っていない。従って、87号条約を中国におけるス トライキが合法となる根拠

とすることはできない。なお、87号条約の概要は以下の通 りである。

概要 :労働者及び使用者は、事前の許可を受けないで、自ら選択する団体を設立 し、加

入することができる。労使団体 (連合体も含む)は、規約を作 り、完全な自由の下にその

代表者を選び、管理・活動を決めることができる。行政機関はこれらの権利を制限したり、

その合法的な行使を妨げたり、また、労使団体を解散 したり、活動を停止させたりしない。

労使団体は以上の権利を行使するに際してはその国の法律を尊重 しなくてはならない。他

方、その国の法律は、この条約に規定する保障を害するようなものであってはならない。

(2)ILO条約 98号 「団結権および団体交渉権についての原則の適用に関する条約」

ILOの「団結権および団体交渉権についての原則の適用に関する条約」(以 下「98号条約」

というc)について、日本は 1953年 に批准 しているが、中国は未だ署名・批准を行ってい

ない。従つて、98号条約を中国におけるス トライキが合法となる根拠とすることはできな

い。なお、98号条約の概要は以下の通 りである。

概要 :労働者は、労働組合に加入 しない、又は労働組合から脱退することを雇用条件 と

されたり、組合員であるという理由や労働時間外、又は使用者の同意を得て労働時間中に、

組合活動に参力日したとい う理由などで解雇 されたり、その他の不利益な取り扱いをされた

りするような差別待遇から十分な保護を受ける。

労働者団体及び使用者団体は、その設立 。任務遂行・管理などに関して、それぞれ相互

に、干渉を行 うこと (直接・間接を問わず)が ないように保護を受ける。特に、労働者団

体を使用者又はその団体の支配の下に置くためにする行為 (例 えば、使用者又はその団体

に支配される労働組合の設立促進 。労働組合に対する経理上、その他の援助)に対する十

分な保護をする。労使間の自主的交渉のための手続の発達や利用の奨励のため、必要があ

る場合には国内事情に適する措置をとる。

36の ちに廃案 となつたが、第 6章及び第 8章において後述する広東省企業民主管理条例 (草

案第 3稿)においては、第 5章に集団賃金交渉 (賃金に関する団体交渉)の項が設けられ、

その中で、労働者側は、一定の場合には停工・怠工を行ってはならず、これに違反 した場

合は法的責任の追及を受ける、という規定があったことから、今後は、このような地方性

立法におけるス トライキ規制にも着目をしていく必要があると考える。
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(3)経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (国際人権 A規約)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (以下「A規約」という。)については、

日中ともに、留保宣言なく、無条件で批准している37。

但 し、A規約では、第 8条において、「1 この規約の締約国は、次の権利を確保するこ

とを約束する。 ・・ 。 (d)同盟罷業をする権利。ただし、この権利は、各国の法律に従

って行使されることを条件とする。」とされており、ス トライキ (条約の和訳条文上は「同

盟罷業」となっているが、以下、単にス トライキとする。)関係の各権利については、国内

法への委任がなされている。

前述 した通 り、中国国内においては、ス トライキに関する全国的な法令は制定されてい

ないから、現在のところ、A規約に規定されたス トライキ関係の各権利の実効性はないもの

と言わざるを得ない。

第 4節  日中両国における狭義のス トライキの根拠法等に関するまとめ

以上のように、日本の国内法においては、労働者にス トライキ権を含む団体行動権が保

障されることが明文化され、労働関係調整法等においてス トライキが明確に禁止される場

合を除き、各法令において規定されているス トライキを含む合法性の判断基準は、憲法の

趣旨を確認する程度の比較的抽象的な規定に留まつている。また、裁判所が訴訟において

その合法性を判断するにあたつても、上記のような憲法の趣旨に基づいて、当該ス トライ

キの合法性を判断することが可能であり、現在までに多数の裁判例が集積 していることか

ら、個別具体的事例において当該ス トライキが合法であるか否か、当該行為が免責される

べきであるか否かを判断する場合、これらの裁判例における合法性の基準を参照すること

が可能である。

他方、中国の国内法においては、現状、ス トライキ権 (妥工権)は憲法上の権利 として

明文化されていないばかりか、1972年憲法、1975年憲法において一旦は規定されていた権

利が 1978年憲法において削除される、という特殊な経過をたどつているため、ス トライキ

権が憲法上の権利 として保障されると断言することはできない状態にある。このため、仮

に憲法を改正することなく、各法令においてス トライキの合法性について規定する場合、

日本法のようにス トライキが明確に禁止される場合を定めるだけでは足 りず、どのような

場合にス トライキが合法となるかを明確に定めなければならない。また、上記のような状

況であることから、人民法院 (中 国における裁判所。以下 「法院」という。)が訴訟におい

てその合法性を判断するにあたつても、現在のところ、憲法・法令においてこれを合法と

認める基準がないため、正面から労働者が行ったス トライキを合法と認めることができず、

仮にス トライキを合法と認めた裁判例があっても極めて少数にとどまっているため、合法

性の基準に関する裁判例は集積 しているとはいえず、裁判例をス トライキの合法性の基準

87日 本は 1979年に批准、中国は 2001年 に批准。
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として参照することはできない状況にある。

第 4章 事実上のス トライ キに関連す る裁判例

第 1節 裁判例の概観

筆者は、本論文にて直接引用 した裁判例以外にも多くの裁判例38を検討 したが、その多く

は、未払賃金 (残業代、休 日出勤賃金を含む)の支払を要求して発生した事実上のス トラ

イキの事案、賃金の増額を要求して発生した事実上のス トライキの事案であった。原則と

して、これ らの事案においては、労働者が事実上のス トライキに参加 し、労働の提供を拒

否 したことは、原則として労働契約及び就業規則に対する重大な違反であり、使用者側が

これを理由に事実上のス トライキの首謀者及び主要参加者を解雇 した場合、解雇は合法で

あると認定されている39。

これらの裁判例においては、労働者が労働者側の権利・利益を求めて労働力の提供を行

わなかったこと、すなわち事実上のス トライキが発生 したことは認定されている。これら

の事象については、各裁判例において、それぞれ 「停工J、
「怠工」、「停産」、「労働供給停

止」とい うような用語によつて表現されているが、これらがどのような区別の下に用いら

れているか、明確かつ統一的な基準はないように思われた (後述第 3節の裁判例等を参照)。

また、筆者が検討 した裁判例のうち、労働者側の行為について違法性が認められていな

い裁判例は、そのほとんどが、事実上のス トライキの発生又は当該労働者が事実上のス ト

ライキに参力日したことを使用者側が立証できなかったこと40を理由としている。このことか

ら、使用者側が事実上のス トライキの発生、当該労働者の事実上のス トライキヘの参加に

ついて十分な立証ができないと予見される事案においては、労働者側の訴訟戦略として、

事実上のス トライキを行つていない、又はこれに参加 していない、とい う主張をすること

が一般的となっている。

前述 した通 り、事実上のス トライキによる労働の提供の拒否は、文言上、一般的には労

38無訟案例 (原文 元途案例)と い う裁判例検索サイ ト (https7/ww‐ itsla‐ com匈/最終
アクセス日2019年 10月 21日 )において、キーワー ドを「妥工+労働糾紛」にて検索し、

労働争議事件に分類された 121件、「停工十労働糾紛」にて検索し、労働争議事件に分類さ

れた 61件、「怠工+労働糾紛」にて検索し、労働争議事件に分類された 58件 (いずれも

2010年から2018年 ころの判決)を精査 した。
39但 し、未払賃金の支払を要求して事実上のス トライキが発生した事案においては、事実

上のス トライキそのものは違法であり、これに基づく労働契約の解除、解雇は合法である

としつつも、未払賃金の支林請求そのものは、多くの事案において認められている。張宏

飛 「妥工案件的実証研究一基於 2008年 -2015年 已公開的 1003例妥工案件判決 (原文 哭
工案件的実江研究―基子 2008年 ‐2015年 己公テ千的 1003件雲工案件井1決 )」 (刊行物未掲載)

(http:〃cdmd.cnkiocom.cn/Article/CDMD‐ 10276‐ 1016718659.htmよ り引用/最終アク

セス日2020年 1月 2日 )(2016年 )。

40最高人民法院≪民事訴訟の証拠に関する若干規定≫ (原文 最高人民法院美子民事折途江

据的若干規定)第 6条により、使用者が労働者 との労働契約の解除、解雇を行つた場合、
これを基礎づける事実の立証責任は使用者側が負 うと規定されている。
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働契約及び就業規則に対する重大な違反 となることは明らかである。現行法上、このよう

な労働の提供の拒否を免責する具体的条文はないことから、事実上のス トライキの事案が、

労使間において訴訟となった場合においては、労働者側は、当該事案において事実上のス

トライキが発生 したか否か、当該労働者がこれに参加 したか否か、を争 うことが多く、正

面から事実上のス トライキの合法性・違法性が論 じられることは稀有である (筆者の調査

した公開事例において、このような主張がなされた事案は、後述する本章第 3節の裁判例

6のみである)。 もちろん、事実上のス トライキの発生やこれへの参加を否認 しつつ、これ

に加えて事実上のス トライキが合法であることを主張することは理論上不可能ではないが、

対審構造を前提 とした訴訟においては、前者の主張が、事実上のス トライキが違法かつ労

働契約・就業規則違反であることを暗に認めて、その発生や参加を否認 していると捉えら

れる可能性が高く、一方が他方の主張を弱めてしまうことも考えられるため、訴訟戦略と

して、双方の主張を同時に行 う可能性は低い。その結果、多くの事例において、主要な争

点は事実上のス トライキの発生の有無や当該労働者のス トライキヘの参加の有無のみとさ

れてお り、事実上のス トライキが合法であるか否か、当該行為が免責されるべきであるか

否か等については争点とされない。

その他の例 として、事実上のス トライキの発生又は労働者の事実上のス トライキヘの参

加が争いない場合であっても、その態様が比較的平穏で、かつ、継続時間も短かったため、

使用者側に損害を発生させなかったというような極めて例外的な事例においては、これを

団体交渉と同視すべきあり、これに参加 した労働者 らとの間の労働契約を解除することは

許されないと判断された事例は存在するが (後述第 3節の裁判例 1及び裁判例 2)、 このよ

うな例もまた稀有である。

以上の通 り、現状の裁判例を検討する限り、労働者側が行つた事実上のス トライキが裁

判 となった場合で、使用者側が十分な証拠をもつて労働者が事実上のス トライキを行つた

こと、当該労働者がこれに参加 したことを証明した場合、労働者側が事実上のス トライキ

の合法性を主張して、救済を得られる可能性は極めて低いと言つてよい。

第 2節 裁判例に関する分析 と統計

中国における事実上のス トライキ等の状況については、その情報が完全には公開されて

いないことから、インターネット等でその状況を完全に調査することは困難であったが、

筆者は、調査の結果、2008年から2015年 にかけて公開された 1003件に及ぶス トライキ 。

集団労働争議事件41(以 下 「ス トライキ関連事件Jと いう。)について、統計的に調査を行

った論文42の存在を確認 した。この論文によれば、これらの事件については、以下の傾向が

みられると結論付けられている。

41同論文で調査された事案は、事実上のス トライキ又は集団労働争議に関する事案であり、

同論文はこれらと狭義のス トライキを区別 していないので、このように表現する。
42張 。前掲注(39)。
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・ 地域的特性について検討すると、公開されたス トライキ関連事件のうち 299件 が広東省、

321件が上海で発生 しており、ス トライキ関連事件の多くは、工業的に発展 した地域 (又

はその近郊)で発生している。

・ 産業別について検討すると、公開されたス トライキ関連事件のうち 411件が製造業、181

件が建築業、102件がホテル・飲食業、78件が情報技術産業、70件が交通運輸業にお

いて発生しており、多くは、労働力集約型の産業において発生 している。

・ 原因について検討すると、うち 392件が使用者側の賃金 (残業代等を含む)の未払、153

件が労働者側の賃金の増額請求、残 りの 99件は使用者側の社会保険料の未納によって

発生 している。

・ 上記 153件の労働者側の賃金の増額請求によつて発生したス トライキ関連事件につい

て検討すると、訴訟前の交渉において一定の賃金増額が認められた事例が 23件、訴訟

の前後を問わず賃金の増額が認められなかった事例が 125件、結果が不明である事例が

5件であった。

(こ の分析結果を見る限り、労働者側が賃金の増額を求めてス トライキを行っても、こ

れが認められる可能性は低いといわざるを得ず、特に労使間で当該ス トライキが訴訟と

なった場合においてはその傾向が顕著であるといえよう。)

。 また、上記 153件においては、使用者側が事実上のス トライキに参加 した労働者との労

働契約を解除している。このうち 120件 においては、解除が有効であると判断されてお

り、その余の 32件においては、解除が無効であると判断されている43。

・ 解除が無効と判断された 82件の事例において、 うち 5件のみが、当該ス トライキは事

実上の団体交渉であるとして、使用者側がス トライキに参加 した労働者 との労働契約の

解除が無効であると判断されてお り、その余の 27件においては、使用者側がス トライ

キの発生についての証明ができなったことを理由として、労働契約の解除が無効である

と判断されている。

以上の統計からすると、法院は、事実上のス トライキの継続期間・規模・態様に争議行

為としての相当性が認められる場合において、これを事実上の団体交渉と認定 し、使用者

がこれを理由として労働者 らとの労働契約を解除することは許されないとい う判決を行 う

ことはあるが、事実上のス トライキについて真正面からその合法性を認めた例はなく、そ

の合法性について、極めて否定的な態度を取っていることが分かる。

43さ らに、筆者がこの 153件のうち 51件について裁判例の全文を入手して検討 したとこ

ろ、法院が真正面から労働者側の行った (事実上の)ス トライキを合法と認めた事例は、1

件も存在 しなかった。後に紹介する裁判例 1及び裁判例 2も、労働者の行った事実上のス

トライキそのものを合法と認めているわけではなく、これを理由として、労働契約を解除

することまでは認められないと判断したにとどまる。

‐
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第 3節 裁判例の紹介

以下、筆者が検討 した裁判例のうち、当事者の主張、法院が認定 した事実、その判断内

容に特徴があつたものを紹介する。

筆者は、これ らの裁判例を選択するにあたつては、以下の各特徴に着目した。

・ 労働者側が事実上のス トライキ又はこれに類似 した行為を行つたと認定されたものの、

労働者が勝訴 した事案 (裁判例 1、 2)。

・ 使用者側が何 らかの対応を行つたにもかかわらず、 (一部の)労働者がス トライキを継

続 した事案 (裁判例 3、 4)。

・ 労働者がス トライキを事前に告知 したと認定された事案 (裁判例 5)

・ 労働者側のス トライキの権利について、当事者が詳細に主張し、これが裁判例において

当事者の主張として取 り上げられた事案 (裁判例 6)

但 し、これ らの裁判例は、筆者が上記の各特徴に着目して紹介することにしたものであ

り、これらの裁判例は、むしろ少数に属するものであり、ス トライキの発生が認められた

裁判例のほとんどにおいては、ス トライキは労働契約、就業規則違反であり、違法である

と認定されていることを念のために付言する。

(1)裁判例 1(上海市松江区人民法院(20■)松民一 (民)初字 1080号 )

労働者側が、2010年 12月 10日 から 17日 において、使用者側に射 して未払の残業代と

適正な社会保険料の支払を求めて協議を行い (権利に関する紛争 )、 その過程において労働

者側が事実上のス トライキを行つたところ、使用者側が、当該行為は就業規則に対する違

反であるとして、これを理由に一部の労働者 との労働契約を解除した事案44でぁり、法院に

よる本件の事件名は 「労働契約紛争事件」 (原文 芳z~力 合同刻分一案)である。

本件の事実上のス トライキについて、当事者がその主張において使用 した用語は「哭工 J、

法院が認定した事実において使用 した用語は 「停工」であったが、判決において、法院は

これ らの用語の意味について、何らかの差異があるかを明確にしていない。

法院は、労働者が合法的権利のために使用者 と協議を行 うことは、法的保護を受けなけ

ればならないとし、確かに、本件における協議においては、労働者側に一定の生産停止 (原

文 停工)と い う行動は認められるが、使用者側に損害は発生しておらず、またその程度も

重大なものではなかったと認定し、未払の残業代の問題について解決を見ないまま、上記

の行動を理由に直接労働契約を解除することは違法であり、使用者は、労働者側に対 して、

これに基づく賠償金を支払わなければならないとした。

(2)裁判例 2(蘇州市中級人民法院(2013)蘇中民終字第 1087号 )

ある労働者が、2012年 8月 15日 午前 8時 30分から午前 10時 30分ころの間にかけて

44本件における労働者の請求は、違法解雇に基づく損害賠償金の請求である。
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のみ、その他の労働者 とともにサボタージュ (事実上のス トライキ)を行った上で、使用

者側に賃金の増額の交渉を行ったところ (利益に関する紛争)、 使用者側が、当該行為は就

業規則に対する重大な違反であるとして、当該労働者 との労働契約を解除した事案45の 上訴

審46でぁり、法院による本件の事件名は「経済補償金紛争事件」(原文 空済ネト桜金刻勧一案)

である。

本件における事実上のス トライキについて、原告がその主張において使用した用語は「要

工」、法院が認定した被告の行為に使用 した用語は「怠工」、「集団事件」47で ぁるが、法院

はそれぞれの用語の意味について、何らかの差異があるかを明確にしていない。

原審である蘇州市工業園区法院は、労働者が使用者に対 して、正当な方法により賃金の

増額を求める行為は労働者の権利に属するものとしたうえで、本件では、当該労働者が行

つた (事実上の)ス トライキが継続 した時間が 2時間程度であること、またその行為も当

該企業の玄関と食堂内にとどまっていること、その他に使用者側に重大な損害も生 じなか

つたことから、当該行為に不適当なところはあるけれ ども、これのみを理由に、当該労働

者 との労働契約を解除するのは違法であり、当該労働者に賠償金を支払わなければならな

いとした。

上訴審法院も、原審の判断を維持 し、同様の判断を行つた。

(3)裁判例 3(上海市第 2中級人民法院(2015)汐 三中民三 (民)終字第 325号 )

労働者側が 2014年 5月 20日 から 22日 において、賃金の増額を求めて事実上のス トラ

イキを行い l不可益に関する紛争 )、 5月 23日 、労働者の上記賃金増額の要求を受け入れるこ

とを表明した上で、使用者側が労働者側に対 して上記行動が就業規則に違反 していること

を告げ、労働者側に正常な勤務に戻るように促 したところ、大半の労働者は正常な勤務状

態を回復 したが、2名 の労働者は依然として正常な勤務状態を回復 しなかったことから、使

用者側は、この事実上のス トライキ継続を理由に、当該 2名 の労働者 との労働契約を解除

した事案の上訴審48で あり、法院による本件の事件名は「労働契約紛争事件」 (原文 労功合

同刻分一案)である。

本件における事実上のス トライキについて、法院が使用 した用語は、集団行動について

は「妥工」、個人の行動又は現象については「停工」、労働規則に基づく処罰については「げ

工」であり、これらが混在 しているが、法院はこれらの用語の意味について、何らかの差

異があるかを明確にしていない。

45本件の原審における労働者の請求は、違法解雇に基づく損害賠償金の請求である。
46中国の民事訴訟法 (原文 民事折塗法)においては 2審制が採用されており (民事訴訟法

第 10条等)、 再審の規定 (同 法 198条以下)に該当する場合を除き、原則として上訴審が

終審裁判所となる。
47原文は 「群体事件J。

48本件の原審及びそれに先立つ労働仲裁における労働者の請求は、違法解雇に基づく損害

賠償金の請求である。
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法院は、使用者側が労働者の要求である賃金の増額を受け入れることを表明した後も、

当該 2名 の労働者が事実上のス トライキを継続 し、かつ、その行動も工場の正門を閉鎖す

る等、過剰な行為に及んでお り、これにより工場の正常な運営に影響を及ぼしたことから、

これ らの行動は就業規則違反であると認定し、使用者側の労働契約解除は合法であるとし

て、2名 の労働者の請求を棄却した。

(4)裁判例 4(上海市松江区人民法院(2010)松 民一 (民)初字 555号 )

労働者側が 2009年 8月 24日 から同月末ころにおいて、作業場の高温状態や有害性物質

の排気不全等の労働環境の改善を求めて (権利・利益の双方に関する複合紛争)49、 労働者

側が事実上のス トライキを行い、使用者側がこれらの環境改善について一定の対応を行っ

たにもかかわらず、一部の労働者が事実上のス トライキを継続 した事案50で ぁり、法院によ

る本件の事件名は 「労働契約紛争事件」 (原文 労功合同刻分一案)である。

本件における事実上のス トライキについて、法院が使用 した用語は、全て 「停工」であ

り、その他の表現は用いられていない。

法院は、労働者は、原則としてス トライキ等が禁止されている就業規則を遵守 しなけれ

ばならないが、使用者側が履行すべき義務を履行 しないため、労働者が自己の合法な利益

の確保のために事実上のス トライキを行 うことは、抗弁権の行使 と認められる場合があり、

必ず しも就業規則の違反には該当しない場合がある、と認定 しつつも、本件においては、

直近の健康診断において労働者 らに異常が発生しておらず、使用者側も、上記の労働者側

の事実上のス トライキを受けて、換気扇の設置や嵌め殺 しの窓を開放 して換気を改善する

等、一定の対応を行つたことを理由として、使用者側がこれ らの対応を行つた後も、労働

者の一部が事実上のス トライキを継続 したことは、行為として過剰であるから、使用者側

が、これ らの行為は就業規則に違反 しているとして、これらに参加 した労働者 との労働契

約を解除したことは合法であるとした。

(5)裁判例 5(平利県人民法院(2012)平民初宇第 00316号 )

労働者側が、2012年 4月 ころから、使用者側に対 し、過大な残業時間の減少、未払いと

なっている残業代等の支払、社会保険への加入等を求めて団体交渉を行っていたが (権利

に関する紛争 )、 使用者側がこれらに対する誠実な対応を行わなかったことから、同年 5月

中旬ころ、労働者 らが使用者側に事前に日時等を告知 した上で事実上のス トライキを行つ

49本件では、これらが法令に違反する行為であるかどうかについて明確な説明はないが、

筆者は、劣悪な労働環境の一部は法令違反状態にあり、一部は法令違反に至っていなかっ

たものと推沢1する。前者に対する改善要求は権利に関する紛争、後者に対する改善要求は

利益に関する紛争に該当するため、本件は権利・利益の双方に関する複合紛争であると考

える。
50本件における労働者の請求は、未払賃金の請求及び違法解雇に基づく損害賠償金の請求

である。
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たところ、使用者側が労働契約及び就業規則違反を理由として、これに参加 した労働者 ら

との労働契約を解除した事案51でぁり、法院による本件の事件名は「労働契約紛争事件J(原

文 芳勅合同夕Ч分一案)である。

本件における事実上のス トライキについて、法院が本件において使用 した用語は、全て

「哭工」であり、その他の表現は用いられていない。

法院は、労働者 らによる事実上のス トライキは過剰な行為で、当事者双方の労働契約に

違反するものであり、使用者側に一定の損失を発生させるものであるから、使用者が、こ

れに参加 した労働者 らとの労働契約を解除したことは、違法とはいえないと判断し、労働

契約の解除は有効であると認めながら、他方で、未払いとなっている残業代等の支払や社

会保険への加入等については、使用者側に法令に対する違反があるとして、これらの支払

や是正を命令 した。

(6)裁判例 6(海 国市龍花区人民法院(2013)龍 民一初宇第 1385号 )

労働者の一部が、2012年 7月 10日 及び 7月 30日 から8月 5日 までの間、使用者側 (国

営の百貨店)の組織再編に伴 う賃金低下を補 う異動手当の支払、社会保険の完納等を求め

て (権利・利益の双方に関する複合紛争)52、 事実上のス トライキを行った事案53であり、

法院による本件の事件名は 「労働争議紛争事件」 (原文 芳功争決修H掛一案)である。

本件において、法院は、ス トライキ権を指す場合については「雲工」又は「雲工権」、事

実認定における本件の事実上のス トライキという事象については 「停工」、労働規則に基づ

く処罰や労働者の職場放棄については「げ工Jと い う表現を用いてお り、これらが混在 し

ているが、法院はそれぞれの用語の意味について、何らかの差異があるかを明確にしてい

ない。

本件は、使用者側が、本件訴訟に先立って労働人事紛争仲裁委員会が行つた仲裁裁決 (疎

労人仲裁宇(2013)第 106号。以下 「原労働仲裁」という。)における認定54を不服として提

訴 したものである。本件においては、使用者側が、労働者側の行った事実上のス トライキ

について、①≪集会・デモ行進法≫ (原文 :集会済行示威法)第 2条において合法と認め

51本件における労働者の請求は、未払残業代の請求、労働契約法違反に基づく懲罰的倍率

を乗 じた未払賃金の請求及び違法解雇に基づく損害賠償金の請求である。
52本件における労働者側の社会保険の完納は権利に関する紛争に、組織再編に伴 う賃金低

下を補 う異動手当の支払については利益に関する紛争に、それぞれ該当する。従って、本

件は権利・利益の双方に関する複合紛争である。
53本件における労働者の請求は、未払賃金、未払残業代及び年次休暇買上に係る代償金、

使用者側に違法に控除された金員の請求、滞納されている社会保険料及び企業年金の追納、

並びに違法解雇に基づく損害賠償金の請求である。
54原労働仲裁の詳細な内容は明らかでないが、本件を検討する限り、原労働仲裁において

は、事実上のス トライキを理由とした労働契約の解除が違法であると認定され、使用者側

にこれに基づく経済補償金の支払が命 じられていたようである。
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られる場合55に該当しない、(iう経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (国際人

権 A規約)は、未だ対応する国内法が立法されていない、(iii)現行憲法においては、言論・

出版・集会・デモ・行進の自由は認められているが、「ス トライキ」 (哭工)の 自由は認め

られていない、(iv)労働関連法制においても「ス トライキ」 (妥工)について規定されてい

ない、とい うことを理由として、本件において行われた事実上のス トライキは違法である

と主張した56。

海 国市龍花区人民法院は、上記のような使用者側の主張について、ス トライキ権の有無

や、各項目の主張に対 し、個別に理由があるか否かを認定することなく、単に、2012年 7

月 10日 及び 7月 30日 から 8月 5日 までの間、労働者の一部が事実上のス トライキを行っ

たことにより、百貨店の営業には大きな支障をきたしたのであるから、当該行為は法律の

規定に違反するものであり、これに基づく使用者側の労働契約の解除は合法であるとして、

原労働仲裁の認定を覆 し、使用者側は、労働契約を解除された労働者に対 して、経済補償

金を支払 う必要はないと認定 し、違法解雇に基づく損害賠償金の請求については、労働者

の請求を棄却 した。 (な お、年次休暇買上に係る代償金及び使用者側に違法に賃金から控除

された金員の請求については、その請求が認められている。)

第 5章  中国国内にお けるス トライ キに関連す る学説

第 1節  「ス トライキ」の定義

上記において検討 してきた通 り、中国国内においては、現状、国内法として適用できる

法令において、どのような場合がス トライキに該当するかは定義されておらず、「ス トライ

キ」を示す用語も統一又は区別されておらず、また、権利に関する紛争、利益に関する紛

争57と ぃぅょぅな、「ス トライキ」において労働者側の要求事項による区分も明確にはなさ

れておらず、それぞれの法令が規定 している「ス トライキJが意味する内容は、不明確で

あると言わざるを得ない。

また、前述 した通 り、上記において紹介 した各裁判例やその他の裁判例においても、労

働者が労働者側の権利及び/又は利益を求めて労働力の提供を行わなかったことは認定さ

れているが、これに対 しては、「妥工J、
「停工」、「怠工」、「停産」、「労働供給停止」という

ような異なる用語が用いられているものの、どのような場合に 「妥工」、「停工」、「怠工」、

55公共の場所における集会については、同法によって認められている行為として合法とな

る可能性がある。
56前掲注(54)の通り、原労働仲裁の詳細な内容が明らかではないため、なぜ本件において
のみ、このような主張がなされたのかは明らかではない。
57学説の中には、これらに基づく区別について触れているものもある。董保華、李幹 「依

法治国須超越 “維権"VS“維穏"―基於沃水弱 “常徳事件"的考察 (原文 依法治国奴超

越 “粂本又"VS“娃稔"―基子沃宗チー弓“常徳事件"的考察)」『探索与争鳴』2015年第 1期 46

頁以下、章恵琴 「労働者集体行動合法性琲析 (原文 芳功者集体行功合法性塀析 )」『 中国政

法大学学報』2016年第 6期 62頁以下等。
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「停産」、「労働供給停止」の用語を用いるのかについて、法則性や具体的な区別は発見で

きなかった。このことからすると、裁判例においても、事実上のス トライキに対 して統一

的な用語が用いられているとは思われない。これらについて、筆者が調査した限り、学説

においても、これらの違いを明確に論 じている論文は発見できなかつた。

第 2節 中国におけるス トライキに関する学説

以上の通 りの各事情からすれば、本論文を執筆 している時点においては、中国法上、狭

義のス トライキについて明文の規定や明確な定義は存在 しないため、事実上のス トライキ

が違法であるか合法であるかは、角罪釈にゆだねられていることになる。

現在のところ、ス トライキの合法性に関する主な学説は、主に下記のように整理するこ

とができる。

① 【原則合法説】事実上のス トライキは法令において明確には禁止されていないことか

ら、原則として自由であるべきであり、他の法令において規定された重大な禁止規範

に違反しない限り、合法であるとする説 (常凱教授ら58)

② 【原則違法説】事実上のス トライキは法令において明確には許容されていないことか

ら、現状は違法 (労働契約・就業規則違反)であるとする説 (董保華教授ら59)

③ 【原則違法・他法令類推適用説】事実上のス トライキは法令において明確に許容され

ていないが、一定の限度で労働者の権利の実現のために有益であることから、他の法

令で定められた同時履行の抗弁権や不安の抗弁権を引用して、類推解釈等の手法から、

これらの法令が適用されうる範囲で合法であると考える説 (黄程貫教授ら60)

但し、これらの学説は、現状、事実上のス トライキが多発している状況を前提として、

事象としての事実上のス トライキを合法とすべきか違法とすべきかという観点から提唱さ

れた学説であり、必ずしも事実上のス トライキと狭義のス トライキについて、明確な定義

付け、区別を行 うことなく議論を展開している点は、現状の中国国内法及び裁判例の検討

と同様であると思われる。

以下、各学説を備I敢的に紹介し、それぞれ説の論拠と他説の論者からの指摘点を検討し、

各説について筆者の意見を記す。

58常凱 「関於要工的合法性及其法律規制 (大手嬰工的合法性及其法律規制)J『 当代法学』
2012年第 5期 109頁以下等。
59董保華「労働者自発妥工的機理及合法限度 (原文 芳功者 自友雲工的机理及合法限度 )」『甘

粛社会科学』2012年第 1期 117頁以下等。
60黄程貫「由妥工権及工作拒絶兼之法律性質談労工集体休暇 (原文 由雲工本又及工作拒免本叉

之法律性反淡芳工集体休根)」『政大法学評論』1988年第 37期 ■1頁以下。その他、同時

履行の抗弁について、章恵琴 「労働者集体行動合法性琲析 (芳功者集体行功合法性琲析)J

『中国政法大学学報』2016年第 6期 69頁以下。不安の抗弁について、沈広明 「論嬰工立

法的必要性及路径 (原文 途妥工立法的必要性及路径)J『連雲港職業技術学院学報』2014

年 3月 号 17頁以下等。
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(1)原則合法説

この説は、憲法やその他の法令において、事実上のス トライキが法令上明白に禁止され

ていないことを理由に、「法律が禁止していない行為は自由である」とい う原則に基づき、

現在発生 し続けている事実上のス トライキを原則 として合法と解する。この説によれば、

工会法 27条が定める「停工J。
「怠工」は、実質的には現状発生している事実上のス トライ

キと同一の事象であると解 し、これが発生 した場合には工会が介入すべきであるとする規

定を、事実上のス トライキが合法なものとして認められている根拠とする61。

この説によれば、労働者が事実上のス トライキのような争議行為を起こしたとしても、

(そ の行動が他の法令に定められた重大な禁止規範62に抵触していない限りで)、 事実上の

ス トライキそのものは原則 として合法とされる点に長所がある63。

他方で、この説については、他説の論者から、現状発生している事実上のス トライキは、

明らかに労働契約及び就業規則に対する重大な違反であるところ、この一般的な合法要件

が定められていないにもかかわらず、なぜ事実上のス トライキの場合にのみ、これについ

て免責が受けられるのかについて明確な説明がなされていない、とい う点が指摘なされて

いる64。

また、筆者の私見ではあるが、現行の法令が、労働契約や就業規則において 「ス トライ

キ」の首謀や 「ス トライキ」への参加を懲戒事由として規定することを禁 じておらず、こ

のような内容を有する労働契約や就業規則を無効と判断した裁判例や公権的解釈も存在し

ないことからすれば、そもそも現行の法令等が事実上のス トライキを禁止 していない (又

は黙認 している)と 断言できるかについては疑間が残る。

(2)原則違法説

この説は、狭義のス トライキの合法性要件について定めた法令を、一定の場合に労働者

側に対 して民事免責及び刑事免責を認める創設的規定と理解 し、現行法令上、このような

点について明確に定めた法令又は司法解釈がないことを前提として、現状発生 している事

実上のス トライキは、労働者側による労働契約に定められた労働の提供の放棄であるから、

これは明らかに労働契約及び就業規則に対する重大な違反であり、これを合法とする法令

がない以上、違法と解 さざるを得ない (民事免責、刑事免責等を受けられない。)と 解する。

この説によれば、前述 した工会法 27条が定める「停工」。「怠工」は、そもそも「妥工」(=

61常凱・前掲注(13)492頁以下等。
62例えば刑法犯となるような窃盗罪 (同第 264条)や放火罪 (同第 ■4条、第 ■5条 )、

その他重度の傷害罪 (刑法第 234条第 2項)の器物損壊罪 (同第 275条後段)等。
63こ の説により、事実上のス トライキが合法とされた場合に、労働者側にどのような利益

が付与されるのかについては明確には説明されていないが、訴訟等において、事実上のス

トライキを理由とする懲戒等が無効と判断される (民事免責)こ とになるのではないかと

思われる。
64董・前掲注(59)■8頁以下。
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ス トライキ)と いう用語を用いていないこと、また、同法が定めているのは、「停工」。「怠

工Jと い う事象が発生した場合に、工会が使用者側と労働者側の仲介にあたるということ

を定めたのみで、事実上のス トライキが合法であるか違法であるかについては言及されて

いないことから、工会法第 27条は、事実上のス トライキを合法と解する根拠とはなり得な

いとする。

裁判例は、原則 としてこの立場に立った上で、ほとんどの事例において事実上のス トラ

イキを違法 (又 は労働契約・就業規則への重大な違反)と 判断し、使用者側が事実上のス

トライキに参加 したことを理由に労働者に対 して労働契約の解除等の懲戒を行ったことを

合法と解 している。但 し、数そのものは少ないが、事実上のス トライキの態様が平穏であ

り、その継続期間が短く、使用者の事業への影響が少ない場合等、事実上のス トライキが

実質的に団体交渉と同視できるような例外的な場合においては、これを合法と解する余地

があるとする裁判例も存在する65。

また、同説を取る論者も、労働者が使用者に対抗するための権利としての狭義のス トラ

イキが合法とされるべきことまでは否定しておらず、むしろ、多くの論者は、現行の法令

上、そのような規定がないことを問題視 し、早期に狭義のス トライキが合法となるような

要件を法令において定めるべきであるとしている。

この説は、一旦法令により狭義のス トライキが実体的 。手続的に合法とされれば、その

範囲において、労働者は争議行為について免責されるため、現行の法令では不明確である

労働者が保護を受けることができる争議行為が明確になるというJ点 に長所がある。

他方で、この説によれば、現在発生し続けている事実上のス トライキは、原則 として違

法となるため、他説の論者から、現行法上、他に救済手続がなく、労働者がこのような争

議行為によってのみ救済を得 られる場合においても、法令が定められるまでの間その途を

封 じてしまう′点において、現実に発生している事象には合致 していないと批判されている。

また、筆者の私見ではあるが、仮に、同説を原則としつつも、裁判例のように一定の例

外を認めるとした場合、どの程度の事実上のス トライキであれば、これが団体交渉と同視

されて合法となるかの基準が明らかであるとはいえないため、このような事例が裁判とな

つた場合に、当該事実上のス トライキが合法と判断されるか違法と判断されるかについて

事前に明確に予測することができず、労働者側 としては、常に労働契約 。就業規則違反等

により懲戒を受けるリスクがあることを覚悟 しながら事実上のス トライキを行わなければ

ならないとい う点において、同説は、事実上のス トライキに至らざるを得ない労働者側の

苦境に対する配慮に欠けているように思われる。

(3)原則違法だが、他の法令を類推適用する等 して合法となる余地があるとする説

65上海市松江区人民法院(2011)松 民一 (民)初字 1080号 (第 4章第 3節 (1)において前出
した裁判例 1)等。
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この説は、事実上のス トライキを原則 として違法と解 しつつも、事実上のス トライキが

行われた多くの事例において、使用者側に先行する違法 (残業代を含む賃金の未払、労働

環境の整備に関する違法等)行為が存在 していた、又はこのような違法行為が行われるお

それが存在 していたことに着目し、現行法令において定められた一定の要件の範囲内 (例

えば同時履行の抗弁権66.不安の抗弁権67)において、労働者が事実上のス トライキを行つ

た場合であっても、これらの要件を満たす場合には、類推解釈等により、これを合法とす

ることが可能であると解する。

第 6章及び第 8章で後述する広東省企業民主管理条例 (草案第 3稿)が、その第 63条に

おいて、使用者側が労働者の合法な権益を侵害した結果、労働争議が発生した場合、関連

部門が当該案件を処理する、と特に規定 したのは、この説に一定の配慮をしたものととら

えることもできる。

他方、この説は、現行法令の範囲内において、事実上のス トライキを合法とするために

は、使用者側の先行する違法行為、又は労働契約の履行に重大な影響を及ばすような事実

状態が存在する場合にのみ、他の法令を類推解釈する等 して労働者が事実上のス トライキ

の合法性を認めるにすぎないため、違法には至らないレベルの長期低賃金状態、残業時間

の過多、その他の労働環境の改善を求める場合 (多 くの場合、これ らは利益に関する紛争

に属する)や、労働者側の不安が、M&Aに よつて経営者が変わり、今後の労働条件が変更

されるかもしれないといった漠然としたものである場合等、労働者側の抱く不安が労働契

約の履行に直接の影響を及ぼすことが不確実である場合、事実上のス トライキは必ずしも

合法とならない点が難点である。

第 3節 裁判例の分析結果 と学説の整理結果に基づく論理フローチャー ト

以上、第 4章で紹介 した裁判例の分析結果と前節において紹介 した学説の整理結果を前

提とする限 り、原則合法説は、現状、中国国内において多発 している事象を、合理的な範

囲で合法と解釈 しようとい う出発点においては賛同できるが、法令の解釈や理論的な部分

において、若干説得力に欠けるJ点 があるように思われる。

他方で、原則違法説は、理論的には説得的であり、賛同できるものの、労働者側の救済

を全て立法に 「丸投げ」 している感があり、現状発生 している事象の解決に何ら寄与しな

い可能性が高いことは否めない。

そこで、各説の議論及び裁判例を整理 した上で、現行法令を前提 として、中国国内にお

いて多発 している事実上のス トライキが合法となりうる場合を整理すると、筆者が分析す

る限 り、概ね下記図解 1「事実上のス トライキに関する合法性判断基準」に示す論理フロ

ーチャー トにまとめられると思われる。

66契約法 (原文 合同法)第 66条。章 。前掲注(60)。

97契約法第 68条、第 69条。沈 。前掲注(60)。

‐26‐



但 し、この論理フローチャー トはあくまでも筆者の私見であり、また、裁判例から帰納

的に抽出した一部の要件は非常に抽象的であるため、このフローチャー トで合法となるべ

き場合が、裁判になった場合に必ず合法とされることを保証するものではないが、上記の

学説や裁判例を前提とする限り、事実上のス トライキに関する合法性判断に際 して一定の

指針にはなると考える。

図解 1 事実上のス トライキに関する合法性判断基準
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ていない。

1970年代においては、頻発するス トライキにより経済発展が停滞していたことから、労

働行政部門はこれを半ば強制的につい除する姿勢を取つており、また、前述した通り、1982

年には憲法からス トライキ権が削除されたため、その後、少なくとも表向きには事実上の
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年ころにおいて、事実上のス トライキは、再度増加傾向にあつた。

にもかかわらず、労働行政部門は、事実上のス トライキに参加 した労働者が公道を占拠

したり、集団で行政に対して反体制的な言動を行ったりする等 して、現地の平穏を脅かさ

ない限り、積極的に事実上のス トライキを取 り締まることなく、さらには仲介者として介

入 し、使用者側 と労働者側の衝突を解消するように努める等、事実上のス トライキを容認

するような姿勢を取っていた68。

このような労働行政部門の姿勢を検討するにあたつては、ス トライキという事象のみな

らず、中国において社会主義が成立した経緯やその体制の特殊性について検討 しなければ

ならない。すなわち、旧来の社会主義体制から「社会主義市場経済」体制となった現在に

おいては、ス トライキは使用者側 と労働者側の争議行為の一類型 としてとらえることがで

きるが、 (本来は使用者という1既念が存在 しないはずの)社会主義体制による中華人民共和

国が成立した当初においても、このようなス トライキは国営企業において発生 していた。

当時、ス トライキは、多分に労働者の政治的自由としての背景を有 しており、労働者階級

が使用者 (資産階級)に対 して行 う階級闘争の方法、労働者の政治的な運動の一類型 と理

解されていた69。

その後、公々に中国流の社会主義が形成されていき、この過程においては、労働者が国

家の所有者であり主権者であるとい う社会主義の建前は維持 されたものの、市場経済に関

する諸制度 と国営企業の企業管理制度は完備 されていなかつた。このため、依然として国

営企業内部における管理者層 と労働者側の対立は激 しく、労働者側による事実上のス トラ

イキはたびたび発生 していた。このような状況下において、当時の中国の指導者であった

毛沢束は、国家と労働者側に発生 した対立の解決のためには、労働者側 (大衆)にス トラ

イキを行 う権利を認めるべきであるとの立場を取つていたとされている70。

前述 した通 り、1970年代においては、国営企業において多数のス トライキが発生し、経

済が停滞 したことを受け、1982年憲法においては労働者のス トライキの権利が削除された。

1980年代以降、改革開放路線が取られ、その後、社会主義市場経済が徐々に発展するよう

になると、国営企業においても私営企業においても、団体交渉から発展 して、又は、団体

交渉を前提 とせず突発的にス トライキが発生する事例が見られるようになったが、労働行

政部門がこれらを違法と断じて一方的に鎮圧するような例は少なく、大多数の事案におい

ては、自ら、又は工会等をして、慎重に労使間の調停・仲介を行 うという対応を取ってい

る。

68徐世勇、張麗華、許春燕「中国工人妥工四方層級解決機制 :基於案例研究一種新詮釈 (原

文 中国工人雲工四方属叛解決机制 :基子案例研究一神新途粁 )」『管理世界』 (月 刊)2014
年 4月 期 64頁以下等。
69董 。前掲注(59)■8頁以下、曹異「妥工権中国化経輯研究 (雲工本又中国化辺輯研究)」『海

南師範大学学報』 (社会科学版)2014年第 6期 121頁以下。
70毛沢東 「中国共産党第 8回中央委員会第二次全体会議における講話」 (原文 《在中国共

声党第人届中央委員会第二次全体会炭上的済活》)(1956年 ■ 月 15日 )。
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筆者は、このような対応の背景として考えられる理由の一つは、今 日まで繰 り返されて

いる事実上のス トライキにおいて主張されている内容の多くは、 (国営企業であるか私企業

であるかを問わず)賃金を含む労働条件の改善であり、政治的な運動とは無関係に発生し

ているが、仮に労働行政部門がこれを強制的に排除しようとした場合には、前述 した中国

において社会主義が成立した経緯やそのころのス トライキに対する理解から、労働者の矛

先が政府に向けられてしまう可能性がある点にあると考える。すなわち、中華人民共和国

成立に際 しては、労働者階級 と生産手段を有する資産家階級 との階級闘争があり、これに

労働者階級が勝利 して建国に至ったという経緯があるところ、中国におけるス トライキは、

労働者階級による階級闘争のための手段としての側面71を 有 していたため、仮に労働行政部

門が、今 日発生している事実上のス トライキを違法と断定 して鎮圧 しようとすれば、労働

者側から見れば、政府が使用者側に肩入れをしているように見える。もとより、ス トライ

キは政治的な運動な運動である (又 はそのような側面を有する)と いう歴史的な考え方と

も相まって、もともとは単なる労使関係の経済的に対立に過ぎなかったものが、労働者 と

労働行政部門の対立に発展 し、さらには労働者と政府 との政治闘争に転化 してしまう可能

性があるということである。

また、中国においては、日本のように地方交付税交付金により各地方の財源の偏在を大

規模に調整する税収システムは取られておらず、地方政府部門の財政は、当該地方におけ

る法人税等の税収により賄われているところ、ある地方において大規模な事実上のス トラ

イキが発生 し、これが同一地方の多数の企業において模倣 されれば、当該地方の企業の利

益はこれによる操業停止や賃金の増加等によつて減少することが予狽1さ れ、法人税等の税

収が低下すれば、当該地方政府の財政 (及び現地政府の指導者)に とつて大きな打撃とな

る。逆に、仮に大規模な事実上のス トライキが発生したとしても、現地の労働行政部門が、

上級工会等を介 して労使間の仲介を行い、これを解決することができれば、現地政府の指

導者は、中央政府からプラスの評価を得られることになる。

さらに、労働行政部門は、中国の GDPの上昇率や物価の上昇率に賃金の上昇率が追いつ

いていない現状を一定程度把握 しており、このようなことから、事実上のス トライキが発

生した事案においては、事実上のス トライキを行 うに至った労働者側の賃金水準に同情し、

これを積極的に取り締まらない例も見られる。

上記のような背景を前提に、2010年上半期のス トライキの多発後に公布された、

。 「企業工会の建設をさらに強化 し、企業工会の役割を十分に果たすことに関する緊急

通知 (原文 大手逃一歩力日]量企並工会建没充分友拝企地工会作用的緊急通知)」 (中華総

工会)(2010年 6月 4日 )

。 「広束省による人文的配慮、雇用環境改善の強化に関する指導意見 (原文 庁木省大手

71前掲注(33)の通り、1975年憲法においてス トライキ (妥工)の 自由が憲法に規定された

際における政治的背景 (文化大革命 :四人組等)については、本論文では割愛する。
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加張人文美杯改善用工琢境的指尋意兄)」 (広束省)(2010年 7月 7日 )

。 「賃金の団体交渉をさらに加速 して推 し進めることに関する通知 (原文 美子逃一歩加

快推遊工資集体初商工作的通知)J(北京市総工会)(2010年 8月 25日 )

。 「広州市労働関係三者協議規定 (原文 庁州市芳功大系三方栴商規定)」 (広州市)(20■

年 9月 22日 )

においては、使用者側に賃金や労働条件等において改善、融和を促すような内容も多く見

られ、このような方向性や労働行政部門の対応の前例を前提とする限り、労働者側が事実

上のス トライキを行ったとしても、これが企業内部にとどまっており、当該地方全体や社

会全体に大きな影響を及ばさない限 り、労働行政部門が実力を行使 して強制的にこれを排

除する可能性は低いと考えられる。

しかしながら、上記のように労働者側の団体行動や争議行為に一定の理解を示す地方性

法規の一例であった

。 「広束省企業民主管理条例 (草案第 3稿)(原文 庁木省企並民主管理条例 (草稿修改

第二稿 )」
72(広東省)(2010年 10月 17日 )(以下「広東省条例章案」という。)(具体

的な内容については第 8章で詳述する。)

。 「深りII経済特区団体交渉条例 (修正草案)(原文 深切|1市空済特区集体初商条例 (修改

革案 )J)(深つ|1市 )(2010年 8月 13日 )

は、本 国現在に至るまで可決されておらず、却って、近時制定された

。 「広東省企業集団契約条例 (原文 庁木省企辻集体合同条例 )」 (広東省)(2015年 1月

1 日)

においては、労働者が団体交渉を行 うにあたって、(一)就業規則に違反 して、労働の提供を

完成 しないこと、(二)就業規則に違反 して、又はその他の方法により、同企業の他の労働者

をして就業場所から隔離すること、(三)企業の出入口・交通ルー トを封鎖する等 して、労働

者・物資の出入 りを妨害すること、企業の設備 。工具を破壊 して企業の正常な生産を妨害

すること、を行つてはならないとされているところ、事実上のス トライキは、少なくとも

上記(―)に該当するため、同条例による限り、建前上、団体交渉中に労働者が事実上のス ト

72報道によれば、同条例は、2008年 7月 ころに草案第 1稿が、同年 9月 に草案第 2稿が、

それぞれ広東省人民代表大会において審理されていたとのことであった。ところが、時期

を同じくしてリーマンショックが発生 し、経済全体の先行きが不透明になったため、広束

省人民代表大会は同年 10月 16日 に同条例の審理を一旦棚上げにし、その後、2010年上半

期においてス トラ/キが多発 した状況を受け、審理が再開されたとのことである (「広東制

訂企業民主管理条例 促構建和譜労働関係 (原文 庁木制汀企並民主管理条例 促拘建和渚労

功夫系)」 (中 国新聞網 2010年 7月 21日 )

(httpVww‐ chinanews,com/gn/2010/07‐ 21/2416984.shtm1/最 終アクセス日2019年 11

月 8日 )、 (「広東省民主企業管理条例起動 首創工資協商制度 (原文 庁木省企泣民主管理条

例膚功 首色J工資初商制度 )」 (捜狐新聞 2010年 7月 22日 )

(http:〃news,sOhu.com/20100722/n273671340,shtm1/最 終アクセス日2019年 11月 8日 )

等。)
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ライキを行 うことは禁止されている (同条例第 24条 )73。

また、さらに企業民主管理にかかる全国版の規定である

。 「企業民主管理規定 (企辻民主管理規定)」 (総工発[2012]12号 )(中共中央紀委 。中華

全国総工会ほか)(2012年 2月 13日 )

においては、上記広束省条例草案において定められていた団体交渉に関する規定が全く規

定されていないことに鑑みれば、労働行政部門は、未だ、事実上のス トライキは違法であ

るとの建前までは崩 していないと解するのが妥当である。

第 7章 事実上 のス トライ キの予防策 と対応策 について

第 1節 総論

以上述べてきた通 り、現在のところ、中国国内において、事実上のス トライキが訴訟に

持ち込まれた場合、その多くは法院により違法と判断されてお り、労働者は、事実上のス

トライキが合法であることを理由に民事免責・刑事免責を受けられた例は存在 しない。他

方、裁判外で、労働行政部門が、解決のために事実上のス トライキに介入する場合、事実

上のス トライキを違法と断ずることなく、仲介者 として使用者側 と労働者側の対立を解消

するように努めることが多い。

上記のような状況は、一見、司法機関、行政機関において、一貫しない対応が取られて

いるように見えるが、訴訟において事実上のス トライキの合法性等について判明する場合

は、既にス トライキ行為は終了しており、事後的にその合法性を判断するのに対 して、労

働行政部門が事実上のス トライキに介入する場合は、ス トライキ行為が継続 している現場

において対応を迫られているという、時間的な差異に留意しなければならない。

他方で、本論文において既に紹介 した通 り、これまでに発生 した事実上のス トライキに

関連 して、法概念 としてのス トライキの合法性、事実上のス トライキが発生 した原因や理

由、及び事実上のス トライキの発生件数や労働者側が要求した事項の統計等について、多

数の先行研究がなされているが、これらの多くは事実上のス トライキを事後的に観察又は

検討 したものに過ぎず、事実上のス トライキが発生 した現場に赴き、その対応にあたつた

者が作成 した論文はごく少数である74。

筆者は、実務家として、事実上のス トライキの現場において、労使間の協議に携わった

経験があるが、このような現場において、熱気を帯びた労働者 らに対 し、事実上のス トラ

イキが合法であるか違法であるかという概念的な問題を指摘 し、事実上のス トライキを収

73他方、同条例においては、団体交渉決裂後に労働者がス トライキを行い得るか否かにつ

いて言及がないため、同条例第 24条を反封解釈すれば、団体交渉決裂後であれば労働者は

ス トライキを行い得るとも角平釈 しうる。
74専門家がこのような事案において、どの程度の守秘義務を負 うかについては議論の余地

があるが、常 (胡訳)。 前掲注(26)の ように、労働法の専門家が事実上のス トライキの解決

に専門家として参加 し、自らその体験を書き記 し、公開した例は、これまでの例からする

と稀有である。
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束するための説得材料とすることは極めてナンセンスである。労働者側は、事実上のス ト

ライキを行 うことによつて、使用者側に対 して労働者側の要求をぶつけているのであるか

ら、これ らの要求に対 して、少なくとも真摯な検討をしたことを示さなければ、事実上の

ス トライキの収束は望めるはずがない。

法概念 としてのス トライキの合法性の検討も重要であるが、日々現実社会において発生

している事象に対応 しなければならない実務においては、それ以上に、事実上のス トライ

キが発生した場合、訴訟に至る前に、これを軟着陸的に早期に解決 し、事実上のス トライ

キを収束させること、さらに一歩進んで、事実上のス トライキが発生 しないように予防策

を講 じることが、労使双方の利益にとって最も重要であると考える。

現状発生し続けている事実上のス トライキは、労働者側が強制的に使用者側を団体交渉

の席につかせるための最終手段であり、このような意味においては、事実上のス トライキ

は、労働者側から提起される団体交渉の一類型75と とらえることもできる。

そ うであるとすれば、事実上のス トライキの予防策・対応策は、究極的には、事実上の

ス トライキが発生する原因・理由を、事前 。事後に解消する方法に他ならない。また、筆

者は、現行法下におけるこのような実務上の方法を検討することによつて、将来の事実上

のス トライキに関するあるべき立法の姿を模索することが可能であると考える (な お、こ

れらを立法に反映する方法は第 8章において検討する。)。

以下、本章では、現行法下におけるス トライキに対する実務上の予防策及び対応策を紹

介する。

第 2節 実務上の予防策について

(1)労働者との意思疎通の方法の創設

まず、事実上のス トライキが発生する大きな原因の一つとして、労使間における意思疎

通が十分に行われていないことが指摘されている。

第 2章第 2節 (2)で前述 した通 り、工会は日本の労働組合と異なり、専ら労働者側の利益

を代弁するような組織ではなく、工会の主な役割は、労使間の利益の調整、労働者に対す

る福利の実現、労働行政部門との意思の疎通であり、平時における労使間の意思疎通とい

う局面においてはそれほど大きな役割を果たしているとはいえない。

そこで、使用者側のイニシアティブにより、独 自に労働者側 との意思疎通を図る制度を

策定 したり、自ら労働者側 と交流 したりする等、積極的な労働者側 との意思疎通を図るこ

とを心掛けるべきである。

例えば、各企業の規模に応 じて、董事長・総経理等の最高管理者層 と労働者の代表らと

の交流会、部門経理 (各事業部の部長)・ 工場長等の中間管理層と労働者 との交流会、生産

75実際に中国では、「先妥工,后交渉。」(先にス トライキを起こし、その後に交渉を始める。)

と言われ、事実上のス トライキを使用者側 との交渉を開始する手段と捉える風潮がある。

筆者の実務経験における知見。
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ラインの責任者 とその労働者の交流会等、それぞれの階層を分けて労働者と交流を行 う方

法が、各階層における問題意識の共有とい う意味で有用であると考える76。

その他、中小規模の組織であれば、労働者に対する業務支援プログラムや研修制度を確

立したり、企業内において苦情・要望を使用者側に上程する方法を確立したり、労使の代

表者において定期的に協議会を行ったりして、これらの過程で労働者側からの要望を入手

したりする方法も考えられる。

その他、基層工会を積極的に福利厚生機関として活用 し、労働者の冠婿葬祭や時節ごと

に、労働者に対する奨励 。慰問等の規定を設け、使用者側からの労働者への慰労を行 うこ

とも、労働者側に対する使用者側の気遣いを示す意味で有用と思われる77。

(2)明確な賃金制度の確立、賃金に関する情報の収集・調整

本論文において検討 してきた通 り、事実上のス トライキの多くは、労働者が賃金の上昇

を要求するために行われている。

筆者の経験上、中国においては、近時における SNSの発展も相まって、同一企業の労働

者相互間や同一地域における類似業種の労働者相互間において、賃金に関する情報が交換

され、共有されていることは、もはや通例といつてよい状況にある。

従って、使用者側において賃金制度を確立するに際しては、その基準を十分に明確なも

のとし、労働者側に対 して明確に説明を行 うとともに、適宜、協議 。調整を行 うよう配慮

し、労働者側に一方的に不満が蓄積 しないようにするように努めなければならない。特に、

日本企業が現地に派遣 した本社の労働者が行いがちな、現地採用労働者の側から質問や要

望があったにもかかわらず、曖味な回答を繰 り返すことは、労働者側に不満がたまる一方

であり、事態の改善につながることはないため、絶対に避けるべきである。

賃金制度の確立後も、随時、同地区の賃金状況についての情報を入手し、自社の賃金水

準が同業他社の賃金水準を大きく下回らないようにし、また、現地の物価上昇率に近い賃

金上昇率を保つようにしたりするために情報を入手し、不都合があれば、労働者の不満が

長期にわたって蓄積 しないよう、積極的に賃金の調整73を行 うことも必要である。

また、人事考課制度の確立においては、考課担当者の裁量が介在する余地をなるべく狭

め、できるかぎりその基準を明確なものとした上で、その基準を公開し、公平性を担保 し

なければならない。

76山 下 。前掲注(14)102頁 以下。
77但 し、2017年 12月 21日 に全国総工会が制定した基層工会経費収支管理弁法 (原文 基

居工会笙費収支管理方法)においては、基層工会が労働者に対 して直接現金を支給するこ

とは認められていないので、この点には別途留意する必要がある。
78近時においては、法令・通知等の改正により中国でも契約の期間の定めのない労働契約

が締結されることも多くなつてきたが、依然として期間の定めのある労働契約を締結する

ことが一般的であるので、このような期間の定めのある労働契約については、更新に際し

て一定の昇給を行い、賃金水準を調整することが考えられる。
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併せて、特に、外資企業においては、親会社から派遣された労働者 と現地採用労働者 と

の賃金の差額について、現地採用労働者が不満を抱くことがあることは既に述べた通りで

ある。このような外資企業においては、現地に派遣 した本社の労働者について、現地法人

負担 。本社負担の割合を調整 し、本社が本国において負担する当該労働者の賃金79について

は、現地法人が負担する賃金とは無関係なものとして、現地法人には公開しないというよ

うな方法により、これ らの格差について現地採用労働者から不満が出ないような賃金支給

方式を採用することも考慮に値する。

(3)自 主的な団体交渉に関する内部規定

本章第 1節で前述 した通 り、現在中国において発生し続けている事実上のス トライキは、

労働者側が使用者側 と団体交渉を行 うための方法の一つとして行われることが多い。その

理由は、現行の労働法制において団体交渉を開始する具体的な方法が明記されていないた

め80、 労働者としては、どのようにして使用者側 と交渉を開始すべきか分からず、また、使

用者側も、 (賃金等、労働者個人との個別の労働条件交渉は別として)労働者側からの団体

交渉を受け付けない傾向があるということが挙げられる。このような複合的な要因により、

事実上、労働者側のイニシアティブで団体交渉が開始できないため、最終的には、団体交

渉を経ることなく、事実上のス トライキという争議行為により、 (半ば無理矢理)使用者側

を交渉のテーブルに引き出し、団体交渉を開始するという苛烈な方法が取られる。

上記のような状況に鑑みれば、事実上のス トライキを予防するためには、一定の条件を

満たした場合には、労働者側 との団体交渉を開始するような使用者側において自ら内部規

定を設けることも検討 されるべきである。例えば、一定数以上の労働者側が、書面により、

個別具イ本的労働条件の改善・向上について、使用者側に要求 した場合、労使双方は、一定

の方法で代表者を定めて団体交渉を行わなければならない、とい うような規定を設けるこ

とが考えられる。

確かに、労働者側 との団体交渉を避けたい使用者側が、このような規定を置くことは、

自縄自縛に陥るとの考え方もありうる。 しかし、これまで使用者側のこのような姿勢が事

実上のス トライキの一因となっていたことを併せ考えれば、使用者側においてコン トロー

ルが可能な団体交渉の規定を設けてれば、無秩序的に突如発生する事実上のス トライキに

79現地に派遣 した本社の従業員に現地法人から賃金を支払 う場合、当該従業員の源泉徴

収・個人所得税の納税、また、本社から支払 う賃金や業務の本社に関連 した業務の遂行状

況に関連 して代理人 PE等の問題が発生しうるため、これらについての検討が不可欠である

が、これらの問題点については、論旨を逸脱するため、本論文では割愛する。
80ェ会法においては、工会は集団契約の締結において労働者側を支援 し、又は代表する等

して使用者側 と集団契約を締結する、という条項は設けられているが (同法第 20条第 1項、

第 2項 )、 どのような場合に工会が交渉を開始できるのか、また労働者側の代表となるため

にはどのような要件が必要かについては明文がなく、これが実効性を持った制度であるか

どうかは疑わしいと言わざるを得ない。
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比して、遥かに秩序立った建設的な交渉が行われることに疑いはないであろう。

他方で、このような内部規定を設けた場合、労働者側によつて濫用される可能性もある

ため、一定の制限を行 う必要がある。例えば、利益に関する紛争については同規定に基づ

く団体交渉を開催する年間の回数を限定する方法等が考えられる。

また、このような自主的な団体交渉の規定を設けるにあたつては、誰がどのように労働

者側を代表するかを定める必要があるところ、労働者側の代表を選定するにあたつては、

使用者側のイ鬼儡のような労働者が名ばか りの代表となりうる制度であつてはならないこと

はいうまでもない81。 従つて、上記のような団体交渉に関する内部規定で定める場合、真の

意味での労働者側の代表を選定する制度もまた規定されなければならない。

(4)内部規定 (就業規則等)におけるス トライキの主導等についての処罰の明確化

使用者側の一つの対抗策として、就業規則や従業員手帳82において、事実上のス トライキ

を行 うことは労働契約・就業規則に違反する行為であり、これを主導等 した労働者は、そ

の軽重により、降格、減俸、解雇等の懲罰の対象となることを明記 して、労働者に対 して

(違法な)ス トライキは労働契約違反であるということを認識 させ、その発生を予防する

ことが考えられる。

特に、内部規定において上記のような団体交渉に関する規定を設けた企業においては、

かかる団体交渉を申し入れないままで行われる事実上のス トライキや、団体交渉が行われ

ているにもかかわらず行われる事実上のス トライキを懲罰の対象とすることは、労働者側

に対 してもより説得力があろう。

但 し、第 4章第 3節で前述 した通 り、裁判例においては、事実上のス トライキの具体的

態様によっては、事実上の争議行為であるとされた例や、使用者側において事実上のス ト

ライキの発生についての証拠を提示できなかった例があることからすれば、現実に当該就

業規則等のみによって、これ らの労働者を懲罰できるかどうかは、個別の事案の具体的状

況に基づいて判断する必要がある点、別途留意する必要がある。

(5)労働者への十分なインセンティブ

さらに検討すると、当然ではあるが、事実上のス トライキは、労働者が使用者側に対 し

て、賃金その他の労働条件の改善を求めて行われている。仮に、使用者側の賃金体系 。労

働条件等が労働者側に対 して十分なインセンティブを与える実効的な制度設計になってい

れば、事実上のス トライキが発生する可能性は格段に減少する。

もちろん、功績に応 じた昇進や企業の利益増加に伴 う昇給 。ボーナス (原文 突金)と い

81日 本においても、いわゆる「86協定」の締結に際して過半数代表者を選出する場合、使

用者側が恣意的に過半数代表者を選出する例が問題視 されていることは周知の通 りである。
82各企業における労働規則等をまとめた冊子が、「員工守則 (原文 貝工守只1)」 とい うよう

な名称で、各従業員に配られていることも多い。
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つたような直接的なインセンティブであればより効果は大きいが、ここでいう「インセン

ティブ」は、このような直接的なインセンティブのみを指すものではない。例えば、中国

においては、春節や国慶節の際に大きな連体に労働者が帰省 したり、また、中秋節の休暇

前においては月餅を配るという中国独自の習慣があるところ、このような連体に併せて、

労働者に儀礼的な連体手当金 (原文 道市な包)を与えたり、中秋前に月餅券を交付する等、

いわゆる時節の儀礼といつたような、小さなインセンティブでも構わない。

その他にも、労働者の働きによつては、該当する労働者を優秀労働者として表彰すると

いつたような、金銭を伴わないようなインセンティブでも、労働者側としては、使用者側

から評価を受けていると受け取ることが多い。

このような小さなことからでも、使用者側が労働者側を重視 している、とい う態度を明

らかにすることが極めて月千要である。

(6)現地労働者の管理職への登用

外資企業特有の問題 として、統一的コンプライアンス等の観点から、実務的に、当該外

資企業の経営者や高級管理職は、外国から派遣されることが多い。

外国から派遣されるこのような経営者や高級管理職は、筆者の実務における知見による

限り、異文化コミュニケーションや言語の点から、往々にして現地労働者とのコミュニケ

ーションが うまくいかない場合が多いように思われる。また、これ らの者は、一定期間経

過後は本国の本社に復帰することが通例であるところ、特に、日本企業の現地法人におい

ては、この一定期間が 3～ 5年程度と短期間であることが多い。

上記のような外資企業の経営者や高級管理職は、本国の本社 とは共通した営業方針・コ

ンプライアンス理念・企業の社会的責任 (CSR)理念を持ってお り、このような理念を現

地労働者に伝えるために必要であることは否定できないが、短期の派遣ということも相ま

つて、必ず しも現地労働者から全幅の信頼を得られる可能性は低 く、労働者から十分なフ

ィー ドバックを得られるとは限らない。

その結果、労使相互間において意思疎通がうまくいかず、労働者側に不満が蓄積 し、最

終的に事実上のス トライキという方法が取られることも、事実上のス トライキがなされる

一つの要因であるといえる。

従つて、設立以降相当期間経過 し、上記のような本社の考えが現地法人に十分に浸透 し

た以降は、より現地化 した労働者管理を行 うとい う目的の下、現地労働者を積極的に高級

管理職に昇進させる等の方法で、積極的に現地労働者を経営層に迎え入れることも、労使

間における相互理解のために有用である。

第 3節 実務上の対応策について

現状では、中国国内で事実上のス トライキが起こってしまった場合、使用者側が一方的

かつ迅速に鎮静化する有効な対応策はないため、労使間において、速やかに事実上のス ト
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ライキにおいて要求された事項について団体交渉等を行って解決する他ないのが実情であ

る。逆にいえば、労働行政部門が事実上のス トライキを強制的に排除する可能性が低い現

状からすると、労働者側 としては、事実上のス トライキに踏み切れば (こ れに参加 した労

働者 らが、事後、使用者側により法令違反 。就業規則違反等を理由に労働契約を解除され

る可能性はあるが)、 使用者側を強制的に交渉の場に引き出せる可能性が高い、ということ

になる。

従つて、事実上のス トライキ発生後の対応策としては、どのような方法によつて団体交

渉を効率的に行 うかを検討することが原則になるが、以下においては、このような融和的

な方法に留まらず、比較法的見地から、事実上のス トライキヘの対抗的な方法についても

踏み込んで検討する。

(1)労働行政部門、専門家による仲介

本節冒頭において述べた通 り、中国法上、事実上のス トライキが発生した場合、使用者

側に一方的かつ迅速に鎮静化する対応策はなく、現実には団体交渉によつて解決する他な

いが、このような局面においては、使用者側が労働者側と直接接触することそのものが困

難 となっている場合もある。

このような場合、当該企業に基層工会が組織されていれば、労使間の利益調整役として、

その仲介役を担当させ、団体交渉を開始することがまず検討 される。 ところが、当該企業

に基層工会がなかったり、事実上のス トライキ発生前に、労働者側が既に基層工会に対し

て不信感を抱いていた りする等、基層工会が仲介役 として機能 しない状態になっている場

合、基層工会にこのような役割は期待できない。

このような場合は、さらに、労働行政部門や上級工会に対 して、労働者側 との仲介を依

頼 し、労働者側と意思疎通を図ることも有用と考えられる83。 このように、万が一の場合に

備え、予め労働行政部門・上級工会と人的関係を構築 し、有事の際においては、仲介役と

して利用するのも一つの対策といえよう。但し、労働行政部門・上級工会に、事実上のス

トライキを断念させるよう説得をお願いする、というような過度の役割まで期待すべきで

はない。仮に、労働者側が、仲介者たるべき労働行政部門・上級工会が使用者側に立って

いると感 じた場合には、労働行政部門 。上級工会が労使双方の仲介を行 うことも難 しくな

ってしまう。

また、労働者側が理性的でなく、過剰な要求にこだわったり、暴力的な行動に出たりす

る可能性が高い場合や、使用者側の法律的・論理的な説明を受け付けない、又は理解でき

ないような場合は、労働行政部門・工会を通じて、労働者側ア ドバイザーとして専門家を

交渉に立ち会わせるよう労働者側に促 し、団体交渉において建設的な結論が出るようにア

83但 し、工会に対 して、労働者に事実上のス トライキを中断・断念させるような依頼をす
べきではない。このような依頼は、工会と労働者側の衝突を招き、工会が労働者側から信

頼を失 う等、却って事態を悪化させかねない (常 (胡 訳)。 前掲注(26)2頁 )。
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ドバイスをすることも重要な解決方法の一つであると考える84。

(2)事実上のス トライキ発生後の手続に関する内部規定

繰 り返 しになるが、労働者が事実上のス トライキを起こす 目的は、使用者側 との間で賃

金その他の労働条件について団体交渉を行 うことである。であるとすれば、内部規定にお

いて、万一、事実上のス トライキが発生 した場合であつても、発生後どのような手続によ

って団体交渉が行われるのかを明文化 しておけば、労使双方にとって建設的な団体交渉が

行われる可能性は高くなる。

このようなス トライキ発生後の団体交渉に関する内部規定は、原則 として、ス トライキ

発生前の団体交渉の規定に準ずることになると思われるが、団体交渉が長期化 した場合に

備えて、団体交渉が一定期間以上に及んだ場合には、労使双方において冷却期間を設け、

労働者側も一旦ス トライキを中断 して労働に復帰し、さらに一定期間経過後、改めて労使

間において団体交渉を行 うような規定を定めることも有用であると考える。

(3)労働契約違反・内部規定 (就業規則等)に基づく処罰

前節 (4)において述べたような内部規定 (就業規則等)に基づき、事実上のス トライキを

主導 し、これに参加 した労働者 との間の労働契約を解除したり、就業規則等に定められた

懲罰を行つたりすることにより、主導者を排除し、他の労働者にス トライキに参加するこ

とのリスクを認識させることも検討に値する。

但 し、事実上のス トライキ継続中における使用者側によるこれらの対応は、労働者側の

態度を硬化させる可能性が極めて高く、その有用性を十分に検討 した上で行わなければ (例

えば、労働者の多数 とは団体交渉が成立しつつあり、労働者側も事実上のス トライキを中

断 して労働に復帰 しつつあるにもかかわらず、ごく限られた労働者が合理的な理由なく強

硬に反対 している場合等 )、 却つて団体交渉が暗礁に乗 り上げかねないので、十分に検討を

行つた上で行 う必要がある。

(4)ス トライキ期間における賃金支払の停止

日本法においては、ス トライキに参加 した労働者に対 しては、原則 として (労働協約・

労使慣行等に基づき)賃金の支払を拒否することができると解されている85。

中国法においても、賃金は労働の対価であると解されてお り、事実上のス トライキが継

続 し、これに参加 した労働者については、その期間中、労働契約に基づいた労働を提供 し

84広東省仏山市における南海ホングのス トライキにおいては、労働者側がどのようにして

中国人民大学労働関係研究所所長である常凱教授を知 り、連絡を取つたのか、その契機は

不明であるが、最終的には、同教授をア ドバイザーとして最終合意に至っている (常 (胡

訳)。 前掲注(26)2頁 以下)。

85ス トライキに参加 しなかつた労働者に対する賃金の支払の要否にかかる議論は後述する。
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ていないのであるから、理論的に考えれば、使用者側は同時履行の抗弁権等を行使 してこ

れらの労働者に対する賃金の支払を停止することができそうである86。

しかしながら、中国においては、ス トライキに参加 した労働者 との間の労働契約が解除

されたような場合を除き、ほとんどの事例において、現在のところ、使用者側は、事実上

のス トライキに参加 した労働者に対しても賃金の支払を停止していないようである87。

筆者の調査においても、2010年上半期に発生した事実上のス トライキにおいて、これら

のス トライキが継続 している期間中、使用者側が労働者に対して給与の支払を停止したと

報道された事例は見当たらなかった。

従つて、現在のところ、中国国内においては、事実上のス トライキが発生した場合であ

つても、 (訴訟によつて、最終的にス トライキに参力日した労働者との間の労働契約の解除が

認められた場合を除き、)そ の期間中、労働者に対する賃金の支払を停止することは、労働

実務の慣行上、困難であると考える。

(5)ロ ックアウトの可否

日本法上は、労使は対等であるべきであるとい う考えの下、一定の要件を満たす場合、

使用者側にロックアウトの権利が認められる可能性がある。他方で、中国法上、使用者側

がこのようなロックアウトを行 うことが認められるかについては、筆者が調査 した限り、

明文の法令の規定も、そのような前例もない。

この点、日本法においては、後述する通 り、一般的には、労働者 と使用者の争議行為に

おける均衡 という観点から、労働者がス トライキ等の業務阻害行為に入つた後に行 う対抗

的ロックアウトのうち、これに伴 う損害を軽減するための防御的ロックアウトのみについ

て、合法性が認められる可能性があると解 されているところ88、 この観点は、中国法におい

ても同様に解すべきであるから、原則として同様に解することができると考える。

そ して、現状、中国において発生している事実上のス トライキは、使用者側が管理権限

を有 している事務所や工場等の事業所を占拠することから開始されることが多いため、議

論されるべきは、使用者側がこれらの事業所から労働者らを (説得や有形力の行使を通じ

て)退去させるとい う、いわば積極的ロックアウトの可否である。

調査の限り、中国国内において、現状、積極的ロックアウトの権利について詳細に言及

した論文は見当たらなかったが、筆者は、現行の法令下においても、事実上のス トライキ

継続中に、既に工場 。事務所躯体、生産設備、什器備品の破壊等、使用者側に現実的な損

失が発生 している場合で、このような損失を回避するためにそれ以外に防御手段がないと

いつた場合には、積極的ロックアウトが合法であると認められる余地はあると考える。

86香川孝三「4ア ジアにおけるストライキ権の賃金問題」『労働法が目指すべきもの』 (菅

野和夫ら編著)97頁以下 (2011年 )。

87香川・同上 121買以下。
88菅野・『労働法』944947頁。
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第 6章で前述 した広東省条例草案においても、使用者は、団体交渉等が糸陛続 している期

間、労働者が勤務場所に進入することを妨害してはならない、と規定されているところ、

これ らの規定を反対解釈すれば、同条例は、団体交渉決裂後に、使用者側が行 う上記のよ

うな積極的ロックアウトの一部は合法となりうる場合があることを想定 していると考える

こともできる (同 条例草案第 49条 1号、第 65条 1号等)。

但 し、上記のような積極的ロックアウトは、労働者 らを事業所から排除するために、使

用者側が一定の有形力を行使する必要がある可能性が極めて高く、使用者側がス トライキ

に対 して行いうる対応策の中ではかなりの強硬的手段に該当することから、積極的ロック

アウトを行 う場合には、これを実現するための具体的方法を慎重に検討 し、労働者側に対

する事前の告知を含め、労働者側にできる限り被害が出ない方法により行わなければなら

ないのはもちろんのこと、さらに労働行政部門 。上級工会及び現地の警察には、ス トライ

キによる被害の現状、積極的ロックアウトの方法、これを行 う時期等について、事前に十

分な打ち合わせをした上で行わなければならないことは当然であろう。

第 8章 今後 の中国にお けるス トライ キ立法 の趨勢 についての考察 と提言

第 1節 ス トライキに対する立法の試みと立法の趨勢についての考察

日本においては、憲法において労働者の争議権が保障され (日 本国憲法第 28条 )、 法令

において規定されている民事免責・刑事免責は確認的規定であると解されてお り、労働者

がその権利の確保のために行 う争議行為は、原則 として合法であると解されている。他方、

中国においては、前述 した通 り、1975年憲法及び 1978年憲法において規定されていたス

トライキ権が、1982年憲法において削除され、憲法上、ス トライキ権は姿を消したという

経緯がある。

また、前述 したように、中国の裁判例においては、現状、事実上のス トライキは違法と

解されることがほとんどである。仮に憲法を改正 して、再度ス トライキ権を規定したとし

ても、これが抽象的な規定にとどまつている限り、その解釈には幅があることから、各々

の事実上のス トライキに対する法院の判断を明確に予測することはできない。

このようなことからすれば、中国において、一定の場合において労働者が合法的にス ト

ライキを行 うことを保障するとすれば、法令において、労働者のス トライキが合法とされ

る一定の場合を具体的に規定する他ないと考える。

第 6章で前述 した広東省条例草案89においては、一般的、包括的にス トライキの合法性・

違法性を直接定めた規定こそ存在 しないが、

① 団体交渉申請前の 「停工」・「怠工」90の禁止 (広束省条例草案第 48条 1項 )

89なお、広束省条例草案においては、いずれの条項においても「妥工Jと いう言葉は使用

されていない。
90現状発生している事実上のス トライキを意図して 「停工」。「怠工」という用語を用いて

いると思われる。以下同じ。
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② 使用者側による団体交渉中のロックアウトの禁止 (広東省条例草案第 47条 1号 )、

労働者側代表者に対する賃金支払拒否の禁止・不当取扱 (不 当解雇)の禁止 (広東

省条例草案第 41条 1項、2頂 )

③ 企業側が、広東省条例草案に違反 して団体交渉を拒絶 した り、不当な方法で団体交

渉を妨害 したり、不当にロックアウト等を行ったりした場合に発生 した「停工」。「怠

工」について、これに参加 した労働者の不当解雇の禁止 (広束省条例草案第 64条 3

項)

④ 団体交渉期間中における労働者側の 「停工」。「怠工」の禁止 (広束省条例草案第 48

条 2項 )

⑤ 広束省条例草案に反する「停工」。「怠工」を行つた労働者に対する責任追及の肯定

(広東省条例草案 67条 )

というように、これまでの中国の法制からみれば一歩進んだ内容が盛 り込まれていた。

また、第 6章で前述した通 り、同時期には、深〕|1経済特区団体交渉条例 (修正草案)(原

文 深り|1市空済特区集体初商条例 (修改革案))の ような、上記広東省条例草案と趣旨を

同じくする地方性法規についても、パブリックコメントの募集が開始された。

当時、中国において多数の事実上のス トライキを間近で経験 した筆者は、このような情

勢から、今後はこれ らの地方性法規の草案に規定されたように、徐々にス トライキの概念

が整理され、また、団体交渉に関する条項も公々に充実し、結果、事実上のス トライキは

その必要性を失い、漸次減少するものと考えていた。

しかしながら、結局のところ、広東省条例草案 。深り|1経済特区団体交渉条例 (修正草案 )

は、外資企業 (主に香港・台湾)や中国国内資本の企業が労働者に団体交渉権を付与する

ことに強烈tに反対 したため91、 現在に至るまで正式に公布・施行されておらず、却って、団

体交渉中に労働者側が労働力の提供を停止することを禁止するような条項を有する法令92

が公布・施行されている。

以上のような経過からすれば、現状としては、少なくとも建前上、事実上のス トライキ

は法令が保護・推奨する行為ではないことが明らかであり、筆者は、このようなことから、

今後、中国国内において、短期的に、ス トライキに関する全国的な法令が制定される可能

性は低いと考えている。以下に詳細に理由を述べる。

91馬祥武「珠三角地区工資集体協商的現状和相関理論問題 (原文 珠三角地区工資集体柳商

的テノ田し状和相大理途同題 )」『法治研究』2012年第 2期 72頁以下。報道によれば、これらの

企業が条例の制定に反対した理由の一つは、2010年 ころに事実上のス トライキが多発 した

状況に鑑み、仮に労働者側が使用者側に対 して団体交渉を要求できるとする条例が制定さ

れると、一部の労働者によつてこれが濫用されることをおそれたためである、とされてい

る (李鵬「広東企業民主管理条例 “難産"背後 (原文 庁本企辻民主管理条例 “瀧声"背后)」

騰訊新聞 2010年 10月 13日 (https:〃 news.qq.com/a/20101013/002152.htm/最 終アクセ

ス日2019年 12月 09日 )。 )。

92第 6章において前出 した企業民主管理規定、広束省企業集団契約条例等。

‐41‐



本論文の冒頭において述べた通 り、現状、中国国内で起こっている事実上のス トライキ

は、団体交渉を経ておらず、労働者側からの予告もなく、また、労働組合のような団体交

渉権限を有する労働者の利益代弁組織の主導によるものではない、いわゆる「山猫ス ト」

である。このようなス トライキは、国内法においてス トライキに関する規定を有する諸外

国の法制下においても違法となる可能性が高い。

現在のところ、中国においては、ス トライキの合法性 。違法性について定めた明確な法

令が存在 しないため、このようなス トライキについての合法性・違法性はある程度 「うや

むや」になっている。

仮に、他国のス トライキに関する一般的な近代労働法の立法例を参照し、前述 した現状

の裁判例における判断を基にして、狭義のス トライキについて法令を制定したとしても、

中国においては、法令の条項がある程度明確に規定され、かつ、これについて、部門規則

による補充や司法解釈等の一定の公権的解釈指針がなされて初めて、全国的に統一 した運

用が可能になるという特徴があるため、労働行政部門や法院に広い解釈の余地を残すよう

な抽象的規定のみでは、実効的な運用は難 しいと考えられる。特に、ス トライキ権につい

ては、前述 したような経過で憲法から削除されていることから、同権利が憲法上保障され

る権利であるか否かも不明確であるため、労働行政部門や法院が法令の抽象的な文言を解

釈する場合、通常の法令に比 して一層解釈の幅は広 く、統一 した運用は困難 となることが

予測される。

従って、中国において、狭義のス トライキについて法令を制定する場合、その要件とし

て、少なくとも「団体交渉の申し入れが拒否されるか、又は団体交渉が先だって行われた

が決裂 したこと」 (団体交渉前のス トライキの禁止)、
「労働者側がス トライキを行 う場合、

事前に予告を行 うこと」 (使用者側の権利の保護 )、
「工会その他労働者の利益代弁組織が主

導するもの、又は労働者側の代表が明らかな集団によるものであること」 (使用者側から見

た交渉の相手方が明確になること)を明確に規定する必要がある。

仮に、このような法令を制定すれば、現在行われている事実上のス トライキは、これ ら

の要件を満たさないことが明らかであるから、却って事実上のス トライキが違法であるこ

とを明確化することになってしまい、本来は労働者を保護すべきはずのス トライキ立法が、

労働者の権利を制限してしま うとい うジレンマに直面するため、労働者側による大きな反

発が予想される。

また、仮に、諸外国の立法例を参考にして狭義のス トライキについて規定したとしても、

現状の工会は、後述するような特殊な位置づけであり、工会が積極的にス トライキを主導

するとは考えにくいことからすれば、工会の位置づけが変更されるか、又は工会に代わる

労働者の利益代表の選任が可能とならない限り93、 結局は、労働者側がス トライキを行お う

93前述した通り、工会が社会主義体制において一定の役割一部を担つているという建前か

らすると、短期的には、工会に代わって新たな労働者代表組織を設立することは困難であ

ると考えられている。このようなことから、新たな紛争解決システム構築の方向性として、
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としても、狭義のス トライキの要件を満たすことができず、労働者の利益のためのス トラ

イキ立法が空文化 してしまうおそれもある。他方で、前掲注(91)に おいて述べた通 り、地方

性法規の制定においても、使用者側から強力な反対意見がなされたことに鑑みると、全国

的なス トライキに関連する立法において、一定の団体交渉権、団体行動権を労働者 らに認

めるとすれば、その内容が具体的であればあるほど、使用者側から、より強力な反対意見

がなされることは明らかである。

現状のス トライキに関連する実務は、明文規定がない曖味さゆえに成 り立っている側面

があるが、仮にこれを立法において解決 しようとすれば、労働者側 。使用者側のいずれも

がこれによって不利益を受けるおそれがあるため、現状としては、ス トライキに関係する

全ての当事者が納得するような着地点がなく、無理に立法を推 し進められない状況である。

上記のような背景はあるものの、これらの点を意識 しつつ、第 7章において検討 した事

実上のス トライキに対する予防策・対応策も併せた上で、以下、中国において、狭義のス

トライキに関連する立法を行 う場合に検討すべき事項について提言する。

第 2節 団体交渉等に関する法令の拡充についての立法的提言

現在の中国国内の法令では、労働契約法において集団契約の規定が設けられたり (同法

第 51条等 )、 集団契約規定において、使用者側による正当な理由のない交渉拒否を禁 じ (同

規定第 56条等)、 また、団体交渉について一定の方法が規定されたりしているが (同規定

第 32条以下)、 これが不調に終わつた場合や交渉の過程で紛争が生 じた場合は、労働行政

部門に調停処理申請を申し立てることができる(同規定第 49条以下)と されているのみで、

労働者側が対抗措置として取 りうる争議行為を含むルールは明確に規定されていない。

また、集団契約規定においては、労働者側の交渉代表を工会が選出する、労働者側の交

渉代表の主席は工会の首席代表 (首席代表が空席の場合は工会の主要責任者)が務める等

規定されているが (同規定第 20条 )、 工会の性質からすると、これにより選任された交渉

代表が労働者の総意に基づく代表であるとは断言できないことからも、集団契約規定に基

づいて、労使間の団体交渉が進行する例は多くない。

このように、現行の団体交渉等に関する法令を前提とする限 り、労働者の利益を十分に

代弁する交渉代表が選任できないおそれもあり、また、仮に交渉代表が選任されたとして

も、当該交渉代表に排他的交渉権があるのか否かも不明確である。このような現状におい

ては、仮に使用者側が事前に事実上のス トライキを察知 して、使用者側から労働者側に団

体交渉を持ち掛けようとしても、果たしてどの主体に対 して団体交渉を提案すればよいか

苦慮するような場合も発生しうる。

加えて、労働争議調停仲裁法 (原文 労功争波凋解仲裁法)等による労働紛争の解決手続

工会の法的性格を変更し、労働者代表組織としての側面を強めるべきである、という提言

もなされている。山下 。前掲注(14)101頁 以下。
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においても、集団的労働紛争に言及 した条項は少なく (同法第 7条等)、 これらの手続にお

いて解決すべき紛争は、個別の労働紛争を原則 としていると解されており94、 団体交渉、団

体行動及び争議行為に関する紛争 (特 に利益紛争)を解決すべき主要な紛争としていない。

このように、中国では、団体交渉に関する手続、争議行為に関する規定及び団体交渉決

裂後における解決手続が十分に整備されているとは断言できないのが現状である。従って、

中国においてス トライキ立法を行 うにあたつては、その前提として、労使間における団体

交渉等に関する法令のさらなる拡充を行わなければならないことは明らかである。

この点、前述 した広束省条例草案によれば、企業の 5分の 1以上の労働者が工会に対 し

て (工会を設立 していない企業においては、直接企業に対 して)賃金等に関する団体交渉

の要求を行 うことができると規定し (同 草案第 40条、41条、賃金以外の事項について第

55条により準用 )、 団体交渉の開始条件について定めている。

その他、団体交渉の過程においては、労使双方は、自ら相応の資質を有する専門家を団

体交渉における顧問として招請することができる (同 草案第 43条)と 規定され、また、労

働者側の交渉代表者に対する地位の保障、差別的待遇の禁止等 (同 草案第 19条、第 68条

等)も規定されている。

さらに、団体交渉手続について、団体交渉を要求した労使の一方は、他方に対 して交渉

の時間、場所、内容等を記載 した書面による要求書を他方に提出した上で、主張について

合理的な理由を説明しなければならないと規定し、これを受け取つた他方は、15日 以内に

書面による回答を行い、また交渉の具体的時間と関連事項を確定 しなければならないと規

定 している (同 草案 46条 )。

その他にも、団体交渉が行われている期間において、使用者側がロックアウ ト等を行 う

ことを禁止 し、同様に、労働者側にもこの期間において 「停工」。「怠工」等の行為を行 う

ことを禁止している (同草案 49条、51条 )。

筆者も、基本的には広束省条例草案が規定するように、全国的な法令においても、団体

交渉に関する規定を充実していくべきであると考えているが、同草案は、以下の点におい

て、団体交渉後の手続に関する規定、労働者側による団体交渉の濫用防止に関する規定が

不足していると考える。

すなわち、同草案においては、団体交渉後の手続に関して、団体交渉が不調に終わった

場合に、地方総工会は速やかに介入 して調整を行わなければならない (同 草案第 60条 1項 )、

また、使用者側・労働者側のいずれであつても労働行政部門に介入を申請 し、調整を求め

ることができる (同 条 2項)と 定めるのみであり、その後に労使の双方がどのような手続

や争議行為を取 りうるかについては、明文がない。

94山 下・前掲注(14)96頁。なお、労働人事争議仲裁弁案規則では、第 5条において集団的

労働紛争の優先受理・優先審理や、第 62条以下において集団的労働紛争の仲裁において適

用される特別規定が規定されているものの、仲裁の効力が仲裁当事者以外の労働者に及ぶ

か、等については規定がない。
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また、使用者側が労働者側による団体交渉の要請を無視 した場合や、団体交渉が決裂 し

た場合 (使用者側が一方的に団体交渉を決裂させた場合を含む。)、 どのような効力を有す

るかについては明確な規定がなく95、 これらについては、他の法令の規定やその解釈により、

その法的効果が判断されざるを得ない。

労働者側による団体交渉の濫用防止に関連 して、前述 した通 り、同草案は、労働者が団

体交渉を要請する場合には、一定の割合以上の労働者が申し入れなければならないと定め、

団体交渉が行われている期間においては、労働者側の 「停工」。「怠工J等の過剰な行為を

禁止する等定めているが、労働者側による団体交渉事項による取り扱いの区別については

明確にされてヤヽない。

確かに、広東省条例草案は、あくまでも地方性法規であり、全国的な法令に反する内容

について規定することはできず、また、解釈上争いがある内容について、積極的に踏み込

んで規定することを避ける必要があつたことは理解できる。 しかしながら、全国的な法令

を制定する場合においては、統一的な運用を確保する観点から、法令又はこれに対する司

法解釈等によりこのような点をより明確にしておく必要があると筆者は考える。

従って、筆者は、全国的な法令においても、団体交渉に関する規定を充実するような法

改正を行い、当該改正においては、広束省条例草案のような団体交渉の手続に加え、さら

に、(1)団体交渉が決裂 した場合における労働行政部門等の具体的な権限及び介入 。調整の

方法、Gつ 労働争議仲裁委員会や法院等による争議の仲裁手続、(iii)労働者側からの団体交

渉の要請を無視された場合や団体交渉が決裂 した場合において、労働者側がス トライキを

行 うことができるかどうか、使用者側がこれに対抗 してどのような手続を取 りうるかにつ

いても、さらに明確にすべきであると考える。

例えば、団体交渉の内容の うち権利に関する紛争、使用者側に先行する違法行為又は労

働契約に対する違反がある場合等、労働者側に正当性が認められることが明らかである一

定の場合については、労働行政部門等による調整案に強制力を持たせ、これによる強制調

停を可能とし、この調停内容に異議がある場合、当事者は、労働争議仲裁委員会や法院に

おいて改めて審査を求めることができる等の規定を設けることが考えられる96。 (な お、労

働者側からの団体交渉の要請を無視された場合や団体交渉が決裂した場合における各規定

については、後述する。)

他方で、労働者側が団体交渉を要求できる場合について二定の要件を規定したとしても、

95同草案は、労働者側が 「停工」。「怠工」を行つたとしても、一定の場合、使用者側はこ

れを理由に労働契約を解除することができないと規定 しているが (同 草案第 51条 )、 どの

ような場合に労働者側が 「停工」。「怠工」を行 うことができるか、については規定されて

いない。
96但 し、近時、労働仲裁の申立件数が増加 しており、迅速な処理が困難になりつつあるた

め、地方総工会・労働行政部門が行つた調整案に対する異議の申立が、現状の労働仲裁の

システムによつて処理することが可能であるかどうか等については、別途検討されなけれ

ばならない。
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これまで中国において事実上のス トライキが発生してきた経緯に鑑みれば、一部の労働者

がこれらの規定を日実に、繰 り返し団体交渉を要求 したり、不合理な要求を掲げたりする

可能性は完全には否定できない。また、前掲注(91)において述べた通 り、広東省条例草案は

これを理由として、多くの外資企業や中国国内資本の企業が反対 した結果、その成立が見

送られたとい う経緯もあるため、立法当初においては、団体交渉の濫用について、暫定的

に一定の制限97を加えることもやむを得ないと考える。

具体的には、(1)労働者側の要求事項が利益に関する紛争である場合、労働者側が団体交

渉を要求できる回数を制限すること98ゃ、(ii)政治ス トのように、労働者側の要求事項が、

明らかに労使紛争によつて解決できない事項99である場合、使用者側に団体交渉を拒否でき

る権利を付与すること等が考えられる。

第 3節 団体交渉・争議行為の主体についての立法的提言

(1)工会の位置づけ・労働者の利益を代表する組織に関する検討

次に、団体交渉や団体交渉決裂後の争議行為において労働者側の利益を代表する組織に

ついて検討する。

ここで、比較のため、労働者側の利益を代表する組織 として、 日本における労働組合に

ついて検討すると、労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、そ

の他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をい

うと定義されており (日 本労働組合法第 2条 1項本文)、 労働組合 としてその他の法定の要

件 (同 法第 5条)を満たしている限りは、所轄の労働委員会にその証拠を提出すれば、労

働組合 として認められる。但 し、使用者側が労働組合の構成員 となっているもの、使用者

側から経理上の利益を受けているもの、目的が福利事業のみであるもの、政治・社会運動

目的であるものは、労働組合 として認められない (同条同項但書)。

また、これらは確認規定であるといわれているが、労働組合による団体行動、団体交渉、

争議行為 (ス トライキを含む。)は、刑事免責 (同法第 1条 2項 )。 民事免責 (同 法第 8条 )・

不当取扱 (不 当解雇)からの保護 (同 法第 7条第 1号)を受けることができると明文化さ

れている。

労働組合は、使用者 と労働協約を締結する権限を有する (同法第 14条 )。 さらに、当該

97筆者は、ス トライキに関する立法がなされ、その運用が安定した以降においては、この

ような制限は不要となると考えるが、現状において団体交渉やス トライキに関連する立法

が使用者側の反対により実現 しなかった経緯に鑑みれば、立法当初においては、このよう

な制限を設けることもやむを得ないと考える。
98他方、労働者側の要求事項が権利に関する紛争である場合は、このような回数制限を設

けるべきではない。
99労働争議調停仲裁法第 2条において、労働争議であるとされる各事項が規定されている

ため、これを参照して、労働者側の要求事項が労使紛争に該当するかどうかを判断するこ

と等が考えられる。
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事業所に常時雇用される同種の労働者の 4分の 3以上の数の労働者が労働協約の適用を受

けるに至ったときは、同労働協約は、当該事業所において使用される他の労働者に関して

も適用がある (同法第 17条 )。

日本における労働組合の組織形態は、中小企業等ではそのほとんどが企業別組合である。

また、業種別・地域別等で企業別組合の連合体が存在する場合もあるが、これらは全て労

働者が形成 した労働組合の連合体であり、これ らの形成にあたっては、いずれも使用者や

政府・官庁の関与は一切受けていない。

以上のような諸点からすると、労働組合は、純粋に労働者側の利益を代弁するための組

織であることは明らかである。

他方、中国の工会について検討すると、中国の工会法では、下記の通 り定められている。

・ 工会は、労働者 。従業員が自発的に結合 した労働者階級の大衆組織である (工会法第 2

条)。

・ 企業の管理者的立場にある労働者 (高級管理職)も 、工会に参加することができる (工

会法第 3条 )。

。 工会は、労働者・従業員を組織・教育し、。・ 。社会主義国家の政権を擁護 しなければ

ならない (第 5条 )。

・ 工会は、労働者・従業員の合法的な権益を保護することを基本的職責とし (同第 6条 1

項 )、 集団契約制度を利用 して労働関係を協調させ、企業従業員の労働権益を守らなけ

ればならない (同 条 2項 )。

・ 基層工会等を設立する場合は、1級上の工会に届け出て、その批准を得なければならな

い (同法第 ■ 条 1項 )。

・ 企業、事業単位に停工・怠工等の事件が発生 した場合、工会は、従業員を代表 し、企業、

事業単位もしくは関係方面と協議 し、従業員の意見と要求を反映させると共に解決のた

めの意見を提起 しなければならない (同法第 27条 )。

・ 工会は、・・・余暇時間を利用 した文化・技術学習及び職業訓練の取り組みを進め、文

化娯楽活動、体育活動を展開する (同法第 31条 )。

・ 政府の委託に基づき、工会と関係部門は共同して、労働模範及び先進的生産者の選出・

表彰等を行 う (同 法第 32条 )。

。 工会を通じて、政府は従業員の意見や要求を検討 し、反映する (同 法第 34条 1項 )。 ま

た、人民政府の労働行政部門は、工会・企業側代表と共同して、重要問題の解決につい

ての研究を行わなければならない (同条第 2項 )。

上記のような規定から、工会は、一般的には、下記のような機能を有していると考えら

れている100。

100千島明 「中国の労働団体と労使関係―工会の組織と機能一」『社会経済生産性本部』5

頁以下 (2003年 )。
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① 保護機能 :個々の労働者の権益を保護すると同時に、全国人民の全体の利益 (社会

主義)を保護する機能。

② 参加機能 :工会が、国家の事務に参加することによつて、民主的権利を保護 し、社

会の安定を図る機能。

③ 組織機能 :労働者によつて工会が組織 されることにより、企業側を監督 し、生産活

動と業務活動が順調に推移するようにする機能。

④ 教育機能 :労働者に対 して、労働者の国家における主人公性、国家 。企業の財産の

擁護、労働紀律の遵守等について教育を施す機能。

上記規定以外にも、地方総工会の幹部等が現地政府・労働行政部門から派遣され、地方

総工会が実質的には行政化 している等、これらの点において社会主義制度の色彩を色濃く

残 してお り、また、実務においては、基層工会の幹部に総経理等の高級管理職が選任され

る等 、その代表者が工会構成員の民主的選挙によつて選出されないことも多い。

また、工会の活動費の一部は使用者側が負担 している等 101、 実質的には経済的にも独立

していない面がある。

さらに、そもそも私営企業や外資企業の多くにおいては基層工会すら組織されておらず、

このような企業においては、そもそも労働者の代表としての恒常的組織が存在 していない

ことが多い。

このように、工会は、政府や使用者側からの人的・経済的独立が不足 していることや、

労働者の純粋な権利擁護以外の役割も担っていることから、労働者の純粋な利益のために

実際に行える活動は相当程度制限されてお り、労働者側の権利擁護活動 (特 に個々の労働

者の利益の擁護活動)には一定の制限があると言わざるを得ない状況にある102。

以上のような諸点からすると、工会組織は、理念上、労働者側の利益を代弁する組織で

ある側面もありながら、社会主義国家における政府 と企業間の意思疎通・利益調整 という

役割も担ってお り、また、実務上は、使用者側 ともいえるような総経理等の管理職が基層

工会の幹部に選任 されている等、前述 した日本の労働組合 との比較においては、純粋な労

働者側の利益の代弁組織とは言い切れない面がある。この背景には、企業が原則として国

有 。公有制であった社会主義制度の下において工会とい うシステムが生まれたことが色濃

く反映されている。すなわち、このような制度においては、労働者の利益と企業の利益は

原則 として一致 していると考えられていたため、工会が行 うべき活動は、労使を「対立J

させることではなく、労使間の利益を 「調整」することである103、 とぃぅ考えに根差して

101工会法第 42条 1項 2号。
102中国においても、一時期においては、工会が労働者の利益代表であるとされたことがあ

つたが、このような時期においては少なからず問題が発生 したことから、現在は上記のよ

うな状況にとなっている。なお、中国における工会の役割の変遷に対する歴史的考察につ

いては、小島華津子「中国工会の課題一人民団体から利益団体への模索―J『現代中国研究』
25号 19頁以下 (2009年)が詳しい。
103塚本隆敏『 中国の労働問題』第涎章 (補論を含む。)231頁以下 (創成社、2012年 )。
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いるものといえよう。

上記の点において、日本の労働組合 と中国の工会がそれぞれ期待されている役割は、労

働者側 との 「対立Jか 「調整Jか とい う点において決定的に異なってお り、工会が担って

いる「調整」とい う役割からすれば、ス トライキとい う労使の利害が最も尖鋭化する局面

において、工会が純粋に労働者の立場に立ってス トライキによる生産の停止を容認 し、一

方的に労働者 らの主張のみを擁護する可能性はほとんどないといえる。

現に、前述 した通 り、現実に中国において発生し続けている事実上のス トライキのほと

んどは、労働者が、何 らかの法令等によつて組織化されたものではなく、事実上のス トラ

イキのためになし崩 し的に集団化 したにすぎず、また、工会が主導 して事実上のス トライ

キが発生 した例は皆無か、存在しても稀有であり、これらのことからも、工会は労働者 ら

の利益のみを代表 している団体であるとは言い難い状況にある。

従って、労働者側が行 う争議行為 (特にス トライキ)を真に労働条件の改善のために役

立たせるためには、これらをコン トロールする労働者側の利益を代表する団体を組織する

必要があると考えられる。

現に、筆者が検討 した多くの論文においても、現状の工会制度については、様々な観点

から問題が指摘されてお り104、 ス トライキ法制を現実化するためには、まず、工会の改革

や労働者側の利益を代表する新たな組織の設立等を検討することが必要であるとされてい

る。

しかしながら、工会の改革においては、少なくとも、工会とい う組織構造から社会主義

国家政権における労使間の調整を行 う役割を工会から除外 したり、上級工会の下級工会 (地

方総工会・基層工会)に対する監督権限を除外 したり、又は一定の範囲で制限したりして、

企業内工会の活動の独立性を確保 して、労働者側の利益を代表する組織 としての側面を強

化する必要があるが、現実には、前述 したような社会主義国家政権における工会の伝統的

な役害Jも 相まつて、このような改革を即時に行 うことは極めて困難である。

(2)工会以外の労働者の利益を代表する組織の構築の許容

そこで、労使の利益の衝突が最も尖鋭化する賃金を含む労働条件に関する団体交渉やこ

れに関するス トライキ等という局面 (以下 「労使対立局面」とい う。)においては、工会以

外に、労働者の利益を代弁する組織を構築することが考えられる。このように、労働者の

利益を代弁する組織が労働組合以外にも複数存在するような仕組みは、他の国においても

散見される。例えば、 ドインにおける事業所委員会やフランスにおける企業委員会といっ

た、二元代表制度である。但 し、これ らの制度は、平時における制度であって、労使対立

104鄭 尚元、李海明 「論労資関係及其法律規制一以 “本田停工事件"為例 (原文 捨方資夫

系及其法律規制―以 “本田停工事件"力例 )」『行政管理改革』20■ 年 3月 48頁以下、山下

昇 「中国における集団的労働紛争の実態とその解決手続の課題」『季刊労働法』236号 101

頁以下 (2012年)等。
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局面のみにおける制度ではない点、これ らの委員の選出について労働組合が一定の関与を

行つている点、労働組合員の資格が委員の被選挙資格 とされている点等において、筆者が

想定 している制度とは異なっている105。

まず、中国における現行法令上、工会以外に、労働者の利益を代弁する仕組みの一つと

して考えられるのが、企業内における従業員代表大会・従業員大会であり、これを労働者

の利益を代表する団体とすることが考えられる。

この点、企民所有制工業企業等の一定の企業においては、従業員代表大会を組織するこ

とが義務付けられている106。 しかし、一般的な私企業においては、従業員代表大会 。従業

員大会に言及する条文は規定されているものの (公司法第 18条 2項・3頂、労働契約法第

4条 2項、51条 1項等 )、 全国的な法令においては、これ以上の規定は今のところ制定され

ておらず、各企業において、これらを設けるか否かは任意であると解されている。また、

従業員代表大会・従業員大会の企業内におけるルール設定や経営方針に対する意見陳述等

がどのような法的効果を有するのか明確には規定されておらず 107、 労使間の集団的労働紛

争の事後的解決に関する機能も付与されていない。 さらに、従業員代表大会・従業員大会

は、そもそも、決議により多数決を行 うためのシステムであるところ、従業員代表大会や

従業員大会の議長等を使者 としてその決議事項を使用者側に伝え、これに対する使用者側

の回答を持ち帰 り、この回答に対 して、毎回、従業員代表大会・従業員大会の決議を取得

することを繰 り返 して団体交渉を行 うことは事実上不可能に近い108。

そこで、労使対立局面においては、団体交渉・争議行為の前後を問わず、労働者側にお

いて、当該団体交渉における排他的交渉権を有する代表 (又 は代表団)を選出することが

できる制度を規定すべきである109。 実際に、実務においては、重要問題が発生する都度、

労働者 らが代表者を選出する事例が多かったことが指摘されている110。

105竹 内寿「企業内労働者代表制度の現状と課題一解題を兼ねて」『 日本労働研究雑誌』630

号 2頁以下 (2013年 )。

106全民所有制企業従業員代表大会条例 (原文 全民所有制企辻取工代表大会条例)。

107全民所有制企業従業員代表大会条例第 7条、労働法第 33条 1項、工会法第 19条、公司

法第 18条等においては、従業員代表大会や従業員大会が一定の事項について意見陳述・審
議・採択等を行う旨の規定がなされているが、これらの意見等がどのような取り扱いを受

けるかについては、明確に規定されていない。
108山下昇 「中国の従業員代表制度の概要とその現状」『世界の労働』2010年 8月 号 67頁
以下。
109筆者は、団体交渉の場面においても、同様の方法により労働者代表を選任することを可

能にすべきであると考えている。現に、筆者の実務における知見においても、事実上のス

トライキにおいては、そのようにして労働者代表が選任された例も多い。なお、現行法令

では、工会が設立されている企業においては、工会の首席 (代表者)が労働者側の代表と

なると規定されているが (集団契約規定第 20条等)、 労使対立局面において、多くの場合、
工会制度がうまく機能 しないことは既に述べた通 りである。
110王久高 「我国職工代表大会制度民主自治建設的若干問題和対策」 (原文 我国取工代表大

会制度民主自治建没的若干同題和対策)『合肥師範学院学報』27巻 2期 13頁以下 (2009
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上記のような選出制度を規定するにあたつて、まず、法令において、労働者側の代表の

選出制度を定めるべきである。筆者の私見ではあるが、この選出制度については、各企業

の規模等に応 じて複数の制度が柔軟に選択できるようにすべきであると考えるlll。

比較的規模が大きな企業においては、従業員大会等において、労働者全員による選挙を

行 うことが考えられる。また、このような企業においては、正規労働者 (全 日制労働者 )

と非正規労働者 (期間工・実習生等)等、異なる立場の反映されるべき労働者の利益も単

一ではないことが多いことを考えれば、複数の労働者代表を選出し、代表団とするような

ことも可能とするような制度にすることが合理的であろう。

投票によつて労働者側の代表を定める場合の方法については、一般的には、無記名の投

票による方法、全労働者が集会において一定の方法により採決する方法が考えられる。他

方で、これ らの方法の他に、比較的規模が小さな企業においては、過半数の労働者が署名

した書面により労働者の代表を定めるような方法も考えられる。

選挙における投票権の範囲については、全労働者が投票権を持たなければ、多元的な利

益を団体交渉において反映することが困難になることが予想 されるから、その範囲はあく

までも全労働者 とすべきであって、工会の構成員であるか否か、正規労働者であるか否か、

一定の勤務年限が必要か否か、派遣社員であるか否か等の資格制限はなされるべきではな

い。

候補者 となるべき資格については、使用者側による恣意的な選任がなされるおそれを排

除すべく、原則 として、当該企業の従業員の全員が、平等に労働者代表となりうる資格を

有 している制度設計にされなければならない。但し、工会の代表が使用者側 と同等の立場

に立つ可能性がある管理職従業員であることによつて発生する弊害を排除するためには、

企業とは被雇用の関係にあつたとしても、管理職の典型である総経理は、従業員代表 とな

りうる資格はないとされるべきであろう。他方、各部門の長である「部門経理Jや工場の

生産管理の長である 「工場長」等の中間管理職については、それぞれの企業の規模や職制

によつてその役割が異なることから、必ず しも従業員代表 となりうる資格がないとは断言

できず、個別具体的に労働者側の代表となりうるか否かが判断されるべきであり、法令上、

これらの従業員が従業員の代表となることを一律に禁止すべきではないと考える。

また、複数の労働者代表を選出できる規模の企業において、各労働者の地位の区分 (例

えば、全 国制労働者 1名 、非常勤労働者 1名 、派遣労働者 1名 )等により、それぞれの区

分から 1名 を代表 として選出するような制度とすべきかどうかについては、このような一

定以上の規模の企業について、統計的調査を行った上で慎重になされなければならないと

考える。

このような方法により選出された労働者の代表については、当該団体交渉における排他

年 )。

nlなお、従業員代表大会・従業員大会の決議により、工会首席を従業員代表とすることを

排除するものではない。
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的交渉権のみならず、これに実効性を持たせるため、少なくとも、労働者側の要求事項に

関連 した事項について、使用者側に対する情報の開示請求権、調査請求権を付与すべきで

あると考える。

そして、労働者代表に選出された労働者に対しては、団体交渉において労働者側の利益

を十分に反映させるため、代表活動中の賃金受領権 (ノ ーワーク・ノーペイの原則の例外)

及び労働者代表として行動 したことによる不利益取扱の禁止等の各権限が付与されるべき

ことは当然であろう。

なお、上記のような労働者代表制度以外に、農民工 NGO等が、労働者の意見を集約 し、

事実上、企業との交渉役を務めている例も紹介されている112。 場合によつては、労使対立

局面においても、このような方法も併用 しつつ、広い範囲で労働者の意見集約を行い、こ

れを労働者代表において団体交渉に反映させる方法も、副次的に利用されるべきであろう。

(3)事実上のス トライキ等における工会の新 しい役割

上記のような方法により労働者側の代表が選出された場合、工会が団体交渉・争議行為

において担 うべき役割については、別途検討されなければならない。

この点、前述 した通 り、工会は労働者側の利益を主張・反映するという役割の他に、労

使間の利益の調整を行 うとい うもう一つの役割がある。

そ うであるとすれば、労使対立局面においては、工会は、労使間の団体交渉や、労働者

側の代表の選定手続における手続の管理者・司会者 として、これらの手続がスムーズに進

行するような役割を担 うべきであると考える。具体的には、労働者側の代表選定手続にお

ける候補者名簿の管理 。投票の集計、従業員大会等における労働者代表選定手続における

立ち合い、団体交渉における司会、事実上のス トライキにおける各種交渉の仲介といった

ような補助的役害Jで ある113。

事実上のス トライキにおける労使双方に対する仲介については、現状においても既に工

会 (主に上級工会)が行つているところであるが、このような補助的な役割をさらに拡充

し、今後の立法においては、このような局面における工会の機能をより明確化すべきであ

ろう。

第4節 ス トライキに関する用語の統一と合法要件についての立法的提言

(1)ス トライキに関する用語の統一

現行の法令を確認すると、ス トライキを示す用語として、前述した通り公務員関連の法

律においては、それぞれ 「哭工」への参加を禁止するという条頂が設けられており、他方

■2山下昇 「中国における農民工の集団的労働紛争への対応」『 日本労働研究雑誌』623号
55頁以下 (2012年)等。
113なお、前掲注(1■)の ように、工会首席が労働者側の代表となつた場合、このような補助

的役割は労働行政部門又は上級工会において行われるべきであろう。
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で、工会法においては、「停工J。 「怠工Jが発生した場合、工会は速やかに一定の対応をし

なければならないとい う条項が規定されている。

既に検討 してきた通 り、これらの規定において用いられている「妥工」と「停工J。
「怠

工」とい う用語が、それぞれどのような状況を指すのか、現行の法令を確認する限 りでは

明らかではなく、また、筆者の調査の限り、これ らに関する裁判例においても、論文にお

いても、これらが指 している行為が同じものであるのか、異なるものであるのかを詳細に

検討 した例は見当たらず、む しろ、これらを区別することなく、現象として発生 し続けて

いる事実上のス トライキが 「ス トライキ」であることを前提として検討を進めている、と

い う状況にある114。

ここで、「妥工」という言葉の来歴について検討すると、中国は、建前上、マルクス主義・

共産主義を前提として建国されてお り115、 ぃゎゅる「階級闘争」において労働者階級が資

本家階級に勝利することによつて成立した、という歴史的経緯がある。このため、「妥工」

とい う用語は、このような 「階級闘争」における労働者側の闘争手段の一つであり、政治

的な運動という側面を有している、と考えられる傾向がある116。

他方で、「停工」。「怠工」は、工会法や地方性法規 (草案のものを含む。)、 近時の裁判例

において用いられている用語であり、これらは、事実上のス トライキという現象を指すた

めに用いられているから、上記のような政治的な運動 という側面を有しないことは明らか

である。

このように、「妥工」と「停工J。
「怠工」については、現在の中国が成立した歴史的な経

緯から、その概念・ニュアンスにおいて、上記のような差異があるため、今後の立法にお

いては、これらの差異を踏まえた上で整理を行い、「ス トライキ」を示す用語を統一するか、

又は、これらの用語の差異を明確にすべきであろう。

この点について、筆者は、現行の法令における用語を前提とした上で、「雲工」と「停工」・

「怠工」について、下記のように考えるべきであると考える。すなわち、「妥工」は、「停

工」。「怠工」が含意 している現象 としてのス トライキにとどまらず、一定のプロパガンダ

を有する政治的な運動を含むス トライキを指 し、「停工」。「怠工」は、「妥工」から、政治

■4日本貿易振興機構 (」ETRO)に よる翻訳 (上海里格法律事務所訳)

(httpsηwwⅥjetro.go.jprexttimages/world/asia/cn/1aw/pdPlabo生 04.pdf/最終アクセス

日2019年 11月 9日 )においては「停工」は操業停止、「怠工」はサボタージュと翻訳され

ており、射手矢好雄ら編『中国経済六法 2018版』 (日 本国際貿易促進協会、2018年)にお
いては「停工」はス トライキ、「怠工」は怠業事件と翻訳されている。このように、同法の

翻訳において、翻訳者によつて、対応する訳語が異なっていることは、これらの用語が統
一されていないことの証左であろう。
1151975年憲法、1978年憲法、1982年憲法のいずれにおいても、序文において、中華人

民共和国建国の過程における「階級闘争」の記述がある。
116他方、中華人民共和国成立後においても、主席の地位にあつた毛沢東が、労働者に「妥
工」の権利を認めるべきである、と発言している記録 (前掲注(70))が あり、この発言の

趣旨については、その時代的な背景を含め、別途検討されなければならい。
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的な意味を取り払つた、労働者らが使用者に対抗する手段として行 うス トライキのみを指

すものとすべきである。

前述 した通 り、1975年憲法 。1978年憲法において規定されていた 「雲工Jの権利が、

1982年憲法において明確に削除されたことからすれば、公務員ではない通常の労働者にも、

「哭工」の権利は憲法上保障されなくなったと考えるのが自然であろう。 しかしながら、

近代的な労使関係が存在する国家においては、労使間の団体交渉に際して、労働者が使用

者側に対抗する手段としてス トライキを行 う権利が認められるべきであるところ、1982年

憲法において、公民の有する権利から「哭工」の権利が削除されたことを理由として、労

働者がス トライキを行 うことは一切禁止され、法令においても「停工」。「怠工」の権利を

付与することができない、とするのは明らかに行き過ぎた解釈である。

また、前述した公務員関連の法律における「哭工」の禁止規定は、「公務員は下記の行為

を行つてはならない。・・・「(二)非合法組織を組織 し、もしくはこれに参加すること、又

|ま
「妥工」を組織 し、もしくはこれに参加すること。J■ 7、 又は「臓 Ч↓官・検察官・人民警

察〕は下記の行為を行つてはならない。(―)国家に有害な言論を頒布すること、違法な組織

に参加すること、国家に反対する趣旨の集会・示威行動・デモ行動に参加すること、又は

「妥工」を行 うこと。」と規定され、「妥工」は、明確に非合法な組織活動と並列されるよ

うな反体制的なもの、又は国家に反対する政治性を有する運動の一つと解釈することも可

能であることからすれば、現行法令上、「妥工」は、統一的に、政治的な運動の側面を有す

る概念として解釈することが可能である。

ここで翻って、社会主義市場経済が発展 した現在の中国において、労働者に与えられる

べきス トライキ権について考えると、これは、あくまでも使用者側 との団体交渉を行 うた

めの方策としてのス トライキ権であり、1970年代ころのように、その権利に政治的な運動

としての側面を混在させる必要は全くない。

従って、 (「ス トライキ権Jを 「妥工権Jと い う伝統的な呼称とするか、「狭義雲工権」と

か 「経済妥工権J・ 8と ぃった新たな呼称とするかどうかは別として、)今後の「ス トライキ

権」立法において労働者に与えられるべきス トライキ権は、1982年憲法において削除され

た 「妥工」の権利 とは異なる、政治的な運動 としての意味を含まない、労使関係における

純粋な争議行為の一種 としての「停工」。「怠工」の権利とすべきであると解する。

さらに、このように解すれば、1982年憲法において「雲工」の権利が削除されたことと、

今後の立法において 「ス トライキ権Jを改めて労働者に付与することに矛盾を生じること

もない119。

117公務員法 (2017年修正)第 58条 1号、2号。
118童、李 。前掲注(57)や胡星斗 「経済哭工権立法的探討 (原文 空済雲工本又立法的探対)」

『学術界』2010年 6月 84頁以下等においては 「政治雲工」、「経済雲工」といつた用語が

使用されている。
■9なお、このように解 した場合に、公務員、裁判官、検察官又は人民警察に「停工」。「怠

54



(2)ス トライキの合法要件

以上のように、労働者に一定のス トライキ権を認めるとして、このような 「ス トライキ」

の合法性120を どのように定めるべきかを検討する。

この点について、筆者が先行する研究を調査 したところ、

。 事実上のス トライキについて合法と認定された裁判例を紹介したような論文121

・ 事実上のス トライキそのものが合法か違法かを主要な視点として論 じた論文122

・ 早期にス トライキに関する立法を行 うべきであることを主要な視点とする論文123

は発見されたが、より具体的に、事実上のス トライキ・狭義のス トライキについて、どの

ような要件を満たした場合に合法と認定すべきか、又は、どのような要件を満たした場合

に合法とするような立法を行 うべきか、という点について、詳細に検討 した論文は発見で

きなかった。

前述 した通 り、筆者は、上記調査に基づき、事実上のス トライキの合法性について論 じ

た論文及び裁判例として公開された各事例を調査し、これらを整理 して、第 5章で紹介し

た論理フローチャー トを作成 した。

確かに、この論理フローチャー トは、団体交渉を経ない事実上のス トライキに関する事

例を集約 したものであり、各国の法制上、このようなス トライキを合法とする例は多くな

いが、現状、中国において事実上のス トライキが多発 していることからすれば、初期のス

トライキ立法においては、過渡期的措置として、このようなス トライキであつても、一定

の場合においては、合法性を認める立法を行 うべきである124。

具体的には、ス トライキが団体交渉に先行する場合に合法となる例は、

工Jの権利が認められるかどうかについては、これらの法令における規定を待たなければ

ならないが、私見としては、国民の生活に著しい影響を及ぼすような一定の公務員以外の

一般の公務員には、「停工」。「怠工」の権利が認められることも視野に入れられるべきであ

ると考える。また、日本における非現業公務員に関する労使関係制度の改革及びその顛末

については、菅野・『労働法』772頁以下に詳細な記述がある。
120なお、日本のス トライキ法制における民事免責、刑事免責は、あくまでも争議行為に対

する「免責」であり、争議行為そのものの 「合法性」とは異なるレベルの議論であると考

えることもできる。 しかし、労働者側からみれば、これらにより得られる結果は同じであ

り、集団的労働紛争の解決 とい う観点からは、これらを区別する意味はないので、この点

に関する理論的検討については、本論文では割愛する。
121王天玉 「労働者集体行動治理的司法羅輯-2008年‐2014年 已公開的 308件雲工案件判

決 (原文 芳功者集体行功治理的司法辺揖-2008年‐2014年己公升的 308件妥工案件判決)」

『法制及社会発展 (偶数月刊)』 2015年第 2期 178頁以下、張・前掲注(39)等。
122董・前掲注(59)117頁以下、章 。前掲注(60)62頁以下等。
123沈・前掲注(60)14頁以下、李森白「集体談判立法的若干重要問題一兼評≪広東省企業民

主管理条例 (草案)》 (原文 集体淡判立法的若干重要同題一兼浮 《庁木省企辻民主管理条例

(草案)》 )」『 中国人力資源開発』2011年第 2期 86頁以下等。
124合法性の前提として、前節において述べた団体交渉・争議行為のり,他的主体となる労働

者側の代表の事前・事後の関与、主導が必要である。
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① ス トライキに先行 して、使用者側に、違法行為又は労働契約に対する違反があり、

これらの是正を求めて労働者がス トライキに至った場合

② ス トライキに先行 して、使用者側に、労働契約に重大な影響を与える、又はその蓋

然性が極めて高い行為があり、これ らの是正を求めて労働者がス トライキに至った

場合

③ 労働者側が行ったス トライキが、継続時間、行為態様等において相当性の範囲内で

行われ、実質的には争議行為といえる程度にまで至っておらず、使用者側の生産 。

経営に及ばした影響が小さく、正当な団体交渉における要求提起という範疇に収ま

る行為であると捉えられる場合

等と定めることが考えられる。

但 し、このような事実上のス トライキは、労務提供の放棄とい う意味において、原則 と

して労働契約 。就業規則に違反するものであるから、上記③のように、これを労働者によ

る正当な団体交渉権の行使であると認定する場合、事実上のス トライキという手段の相当

性の認定は厳格に行われるべきである。また、事実上のス トライキの目的は、あくまでも

使用者側を団体交渉のテーブルに着かせることであるから、上記①ないし③の各場合にお

いても、使用者側から団体交渉の提案があった場合、労働者側は、速やかに先行 した事実

上のス トライキを停止 し、団体交渉を開始 しなければならない旨も併せて規定されなけれ

ばならない125。

他方、労働者側の団体交渉の提案を使用者側が拒否 した後、又は労使間の団体交渉が決

裂 した後において、労働者側がス トライキを行った場合 (狭義のス トライキに該当する場

合)についても、現状は立法がなされていない。

狭義のス トライキについては、上記のような場合に、使用者側に妥協を促すために行わ

れるやむを得ない争議行為であることから、(i)使用者側が明示又は黙示に団体交渉を拒否

した場合、(iう 労働者側の要求が違法行為・労働契約違反の改善、又はそれに至る蓋然性が

高い行為の改善である場合、及び(iiう 労働者の要求が合理的な利益であるにもかかわらず

使用者側が一切譲歩をしなかった場合には、原則 として合法であると認めなければならな

いと考える。

具体的には、

④ 労働者側が、正当な方法により団体交渉を提案 したにもかかわらず、使用者側が一

定の期間内に、使用者側が団体交渉の場を設けなかった場合

⑤ 使用者側が、労働者側の代表者選任手続に介入 し、有効な労働者代表の選出を困難

にする等、労働者側の団体交渉を著しく困難にした場合

125現状の事実上のス トライキにおいては、このような提案があっても、団体交渉の結果が

出るまでの間、労働者側は事実上のス トライキを継続することが多いが、既に述べた通 り、

筆者は、現行の法令において団体交渉の規定が充実していないことが、このような事実上

のス トライキの糸匹続をもたらす大きな原因であると考えている。
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⑥ 団体交渉の場を設定したにもかかわらず、使用者側が正当な理由なく、団体交渉に

出頭しなかつた場合

⑦ 団体交渉の場において、使用者側が、使用者側による違法行為又は労働契約に対す

る違反を改善する合理的な方法を提案 。策定しなかった場合

③ 団体交渉の場において、使用者側が、合法な労働状態 。労働契約に重大な影響を与

える、又は与える蓋然性が極めて高い使用者側の行為について、これを是正する合

理的な方法を提案・策定しなかった場合回

⑨ その他、団体交渉において、労働者側が合理的な利益について要求を行ったにもか

かわらず、使用者側と労働者側とが有効な妥結案を締結できなかった場合

等と規定することが考えられる。

但 し、上記①ないし⑨のいずれの場合であっても、他の法令において禁止 。違法とされ

ている行為で、団体交渉と合理的関連性を有 しない行為 (例 えば企業の生産設備の破壊、

仲介者 。使用者側に対する暴力、道路等の公共設備の封鎖等)が行われた場合や、後述す

る冷却期間内におけるス トライキが行われた場合等については、これらの行為について、

当該行為者 らが個別にその違法責任を追及 されることは当然であり、この点は、ス トライ

キに関連する立法において、確認の趣旨で明記されなければならない。

また、労働者側が、団体交渉後にス トライキを行 う場合において、労働行政部門等へ事

前の届出を行 うことや、労働者側において、その構成員の一定数以上 (過半数や 4分の 3

以上等)か らス トライキの賛成を得る126こ とを、狭義のス トライキの合法性の要件と規定

することも考えられる。 しかしながら、本論文において繰 り返 し述べてきている通 り、中

国の現状の労働法制においては、労働者側の利益を代表する組織に関する法制が十分でな

く、また、前述 した通 り、一定の場合には団体交渉前のス トライキの合法性を認める私見

からは、団体交渉後のス トライキについてのみこのような加重 した要件を要求するのは適

当ではないから127、 法制化の初期において、このような要件を規定するのは尚早であると

考える。

これらの点について、前述 した広束省条例草案おいては、

。 労働者が未だ法に基づいて賃金に関する団体交渉を要求していない場合、又は賃金に関

する団体交渉期間中である場合、労働者は、企業の正常な生産秩序を維持 しなければな

らず、「停工」。「怠工」又は過激な行為を行ってはならない (第 50条 1項)。

・ 労働者が前項に該当する行為を行い、≪労働契約法≫第 39条の規定する状況に該当す

126こ のような例として、日本法においては、労働組合の規約において、ス トライキを行 う

場合においては、組合員又は代議員の直接無記名投票で過半数による決定をしなければな

らないことを記載 しなければならないとされている (日 本労働組合法第 5条 2項 8号 )

127筆者が想定 している団体交渉前に発生する事実上のス トライキは、労働者側において打

ち合わせを行 うことなく発生し、それが拡大していくような態様のものであるため、労働

者側において、このような事前の意思決定や事前の届出を行 うことはあり得ないと考える。
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る場合、企業は法に基づき、労働契約を解除することができる (同条 2項 )

・ 労働者側が団体交渉を提案 した後、企業が下記の一に該当した場合、労働者が「停工」・

「怠工」を行つたことにより、労働契約を解除することはできない (第 51条 )。

(一)規定期間内を超過 してもなお、団体交渉の提案に対 して書面による回答を行わなか

った場合 ;

(二)規定期間内に、団体交渉の手配を行わなかった場合 ;

(三)正 当な理由なく約束された時間 。場所に代表を派遣せず、団体交渉を行わなかった

場合 ;

(四)双方が約定した時間内に、解決方法の提案を行わなかった場合 ,

と規定されてお り、労使間の団体交渉後に発生するス トライキについて、労働者側に対 し

て一定の民事免責を認めている。

これらの規定については、団体交渉手続を経た後に、労働者側がス トライキに踏み切 り、

一定の要件を満たした場合、当該行為の免責を認めている点で、評価に値する。

他方、同草案は、団体交渉を経ない事実上のス トライキについて一切の救済を否定して

いる。確かに、事実上のス トライキは、団体交渉権限の有無が明確でない団体によって、

事前の団体交渉を経ずに行われる、いわゆる「山猫ス トJに該当するため、各国の立法で

は原則 として違法とされる (ス トライキ法制に基づく諸々の免責を受けられない)も のと

考えられるが、現状の中国国内における事実上のス トライキの発生状況に鑑みれば、これ

を立法によリー律に違法としてしまった場合、労働者側にから見ると、立法者の意図に反

して、現状の 「ス トライキ」を禁止する労働者保護に欠ける立法として捉えられ、労働者

側から大きな反発を招くおそれがある。

筆者 としては、前述 したように、現状を踏まえ、立法の初期段階においては、新たな立

法に基づく実務が集積するまでの一定の期間、経過措置として、一定の要件の下、事実上

のス トライキも保護すべきであると考える。

また、同草案においては、事実上のス トライキを行つたことによつて労働契約を解除す

ることができないと規定するにとどまり、労働者がこの期間に賃金の支払いを受けられる

かどうか等の点については規定されていない。仮に全国的な立法を行 う場合においては、

さらにこの点についても明記 した条項を設けるべきであろう。

第 5節 労働者側の関連行動・使用者側の対抗措置等についての立法的提言

(1)冷却期間に関する規定

仮に、団体交渉に関する規定を定め、労使間において誠実に団体交渉を行ったとしても、

短期間の交渉によつて、相互に十分な情報を得て合理的な妥結案にたどり着 くことは容易

ではない。また、団体交渉期間とい う短い期間において、労使双方が相互に要求する情報

が容易に整理できるものではない場合、この整理が未了のまま団体交渉を続けても、交渉

は空転する可能性が高い。
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このように、労使間における団体交渉がデッドロックに陥り、双方において有効な妥結

案を提示することが困難である場合、労使一方又は双方もしくは工会の提案により、一定

の期間、デッドロック解消に向けて団体交渉を停止するという制度を設定し、この冷去,期

間内においては、労働者側にス トライキ等の争議行為を制限する条項を設けることが考え

られる。

また、このような規定を設けた場合、使用者側がこれを濫用 して、労働者側の争議行為

を不当に制限したり、不当な交渉の引き延ばしが行われたりする可能性があることから、

このような濫用を防止するための条頂も明記されなければならない。特に、団体交渉にお

いて労働者側が要求する内容が、使用者側による違法行為の改善である場合は、使用者側

からの団体交渉の停止についての提案は制限されなければならないであろうし、労働契約

に重大な影響を与える、又は与える蓋然性が極めて高い行為の改善である場合には、労働

者側の要求する内容が待遇改善の場合に比 して、使用者側は速やかにこれに対応するべき

であるから、冷却期間の設定はより短期とされなければならないであろう。

具体的条項としては、

① 労使の一方又は双方は、団体交渉が誠実に行われたにもかかわらず、労使双方で妥

結案の締結に至らない可能性がある場合、団体交渉を一旦停止 し、冷却期間の設定

を提案することができる。但 し、団体交渉において協議されている事項が、使用者

側による違法行為の改善である場合、使用者側は、冷却期間の設定を提案すること

ができない。

② 冷却期間においては、労働者はス トライキその他の争議行為を行つてはならず、違

反 した場合、関連諸法令に基づき責任を負 う。

③ 本条に定める冷却期間は、団体交渉において協議されている事項が、

(う 使用者側による違法行為、もしくは労働契約に重大な影響を与える、又は与える蓋

然性が極めて高い行為の改善である場合は 10日 を、

(iう それ以外の労働者の待遇改善に関する場合は 20日 を、

それぞれ超過 してはならない。

④ 前項の期間内において、労使双方は、独自に又は工会・労働行政部門を通 じて、団

体交渉において協議されている事項の解決について、努力 しなければならない。

等と規定することが考えられる。

(2)ピケンテイングの合法性

前述 したようなス トライキの合法要件を規定した場合、労働者側において、ス トライキ

に付随してピケッティングを行 うことは認められるか。

一般的に、ピケッティングとは、ス トライキを行っている労働者 らがス トライキを維持

又は強化するため、労務を提供 しようとする労働者や業務を遂行 しようとする使用者側の

者に対 して、見張 り、呼びかけ、説得、実力阻止その他の働きかけを行 う行動を指す とさ
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れてお り、これらの行為は単なる労働義務の不提供にとどまらず、労働者側がス トライキ

に付随 して行 う争議行為の一種として認められるか否かが問題 となる。

この点、筆者が調査 した限 り、中国の裁判例上、ピケッティングそのものが違法とされ

た例は確認できていない。他方、日本の裁判例によれば、説得活動の範囲を超えた実力阻

止等を伴 うピケッティングについては、原則 として正当な争議行為の範囲を超えるとされ

ている128。

ここで翻って、ス トライキの本質について検討すると、その本質は労働者が労働契約上

負担する労務提供義務の不履行 (に よる労使間の団体交渉における使用者側に対する圧力)、

つま り不作為であり、これを超えて、ス トライキに参加 しない労働者や使用者側の自由意

思を抑圧することや、使用者側の財産に対する支配を排除することまでは含まれていない

と解するべきである。

以上のように考えるとすれば、ピケッティングについては、ス トライキを行っている労

働者側がス トライキに参加 してない労働者に対 してス トライキの参加を説得する程度 (直

接的な有形力の行使に至らない若干の集団的示威行為を含む。)であれば格別、この範囲を

超えるものについては、原則 として違法となると解すべきである。

具体的には

① 実力行使等の方法により、使用者側や取引先等の第二者による業務遂行を妨害する

こと

② 使用者側の生産場所 。生産設備を占有する等 して、ス トライキに参加 していない労

働者の就業を妨害すること

③ ス トライキに参加 していない労働者 らの就業場所への進入を直接的な有形力の行使

により妨害すること

は、原則 として違法となる。

労働者側の団体行動権 と使用者側の業務遂行権 との関係で、分水嶺と思われる類型は、

④ ス トライキに参加 していない労働者らの就業時間中に、ス トライキを行つている労

働者らが、ス トライキに参加するように説得すること

であるが、このような限界事例的な行為については、個別の態様に応 じ、その説得が行わ

れた場所、説得が継続 した時間、これが使用者側の業務遂行に及ばした影響等を総合的に

考慮 して、合理的な説得の範囲にとどまつているかどうかを判断する他ないであろう。

(3)ス トライキ継続期間における賃金支払の停止129

128御 国ハイヤー事件 。最二小判平成 4年 10月 2日 (判例時報 1453号 167頁以下)等。
129こ の点について、アジアの中進国 。発展途上国においては、労働者の生活を維持する観

点から、ノーワーク 。ノーペイの原則が貫徹されていない、ということが指摘されている

(香川幸三 「4アジアにおけるス トライキ権の賃金問題J『労働法が目指すべきもの』 (菅

野和夫 ら編著)97頁以下 (信 山社、2011年 )。
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・ ス トライキに参加 した労働者について

前述 した通 り、現状、中国で発生している事実上のス トライキについては、これが継続

している期間においても、労働者 らに対する賃金の支払を停止 した例は少ない。

しかしながら、ス トライキの本質に立ち戻つて考えると、 (それが同時履行の抗弁権や不

安の抗弁権の行使であったとしても、)そ の本質は労働者が労働契約上負担している労務提

供義務の不履行であり、これ との対価関係に立つのは使用者の賃金支払義務である。また、

ス トライキが合法と認められることの本来的な法的効果は、これに付随して行われた合理

的な行為に関する民事免責・刑事免責であり、この範囲を超越 して、さらにス トライキ期

間中における労働者側の権利が全て実現されることまでを保障するものではない。

従って、原則 として、使用者側は、ス トライキ継続期間中において、これに参加 した労

働者に対する賃金の支払いを停止することができると解するべきである。

但 し、使用者側に当該ス トライキの主たる原因があり、この結果労働者がス トライキを

決行するに至った場合 (例 えば、ス トライキの原因が使用者側に先行する違法行為又は労

働契約に対する違反である場合 (本章第 4節 (2)において前出したス トライキが合法となる

場合のうち①及び②の場合)や、使用者側が正当な理由なく団体交渉に応 じなかつた場合

(同④ないし⑥の場合)130等)においては、当該ス トライキについて使用者側に重大な帰

責性があり、労働者 らの労務提供義務の不履行を咎めるのは信義則上不当であるから、こ

のような場合には、例外的に、使用者は当該ス トライキ継続期間中における賃金支払義務

を免れないとすべきであると解する。

・ ス トライキに参加 していない労働者について

では、ス トライキにより、これに参加 していない労働者の労務提供が困難になった場合

についてはどのように考えるべきか。

この点、日本法においては、日本の民法に定めのある危険負担に関する債権者主義・債

務者主義の規定を適用 して、使用者側に労務提供の受領拒絶がある場合や帰責事由がある

場合にのみ、使用者はス トライキに参加 していない労働者に対する賃金支払義務を免れな

いと考えられている131。

しかしながら、中国法においては、危険負担における債権者主義 。債務者主義の規定は、

契約法 (原文 合同法)の総則部分ではなく各則部分にしか定められておらず 132、 また、こ

130なお、本章第 4節 (2)において前出したス トライキが合法となる場合のうち、⑦又は③の

場合については、例えば実質的には団体交渉が行われたが形式的なものに終始 し、実質的

には団体交渉が行われなかったに等 しい場合や、労使双方が実質的な内容を議論 したもの

の一致を見なかった場合等、個々の場合において判断が分かれる可能性があるため、⑦又

は③の要件に該当することの一事をもつて、労働者がス トライキの期間中における賃金の

受領権限を失わないとすることはできないと考える。
131菅野・『 労働法』938頁‐943頁。
132同法第 103条、第 141条ないし第 149条、第 231条、第 314条等。
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れを労働法の解釈において準用すべきとするような規定もないため、単純に日本法と同様

に考えることができない。また、仮に事実上のス トライキによつて、これに参加 していな

い労働者 らが労務を提供することが困難になった場合、その状況は、これ らの労働者にと

つては一種の不可抗力138で ぁるともいえる。

さらには、上記のように、一定の場合、使用者はス トライキに参加 した労働者に対して

も賃金支払義務を免れない場合があることとの均衡を考慮する必要がある。

以上から考えると、ス トライキに参加 していない労働者がス トライキを口実に、故意に

労務提供をしなかったとい うような、ス トライキに参加 していない労働者側に明らかに帰

責性があるような場合を除き、使用者は、原則 として、ス トライキに参加 していない労働

者に対する賃金支払義務を免れないとすべきである。

(4)使用者側によるロックアウトの可否に関する規定

・ 日本法におけるロックアウトの分類

日本法においては、ロックアウトについて、一般的には、労働者によるス トライキに付

随する職場占拠等の業務阻害行為との先後関係を問わず、労働者の職場への侵入を防止し、

使用者が自己の主張を貫徹するために圧力手段 として行 うロックアウト (攻車撃的ロックア

ウト)、 労働者による業務阻害行為が予想される場合に、それに先立ってこれを予防するた

めに使用者が行 うロックアウト (予防的ロックアウト)、 労働者の業務阻害行為に伴 う損害

を軽減するために防御 として行われるロックアウト (防御的ロックアウト)と いつた分類

がなされている。

これに対 して、中国において現実的に議論となりうるのは、

① 労働者が事実上のス トライキに付随 して、職場占拠等の業務阻害行為を行つている

場合に、使用者側が法院、労働行政部門、現地の警察等の助力を得て、これを積極

的に排除できるか (第 7章第 3節 (5)において前出した積極的ロックアウト)

② 労働者がス トライキに付随する職場占拠等の業務阻害行為を行 うおそれがある場合

に、使用者側がこれを事前に防止する措置を取 りうるか (日 本法における予防的ロ

ックアウト又は消極的ロックアウト)

とい う点であり、仮にこれ らのロックアウ トの合法性を認める場合、どのような要件を設

定すべきか、も併せて検討されなければならない 134。

・ 積極的ロックアウトについて

法令において、どのような場合に積極的ロックアウトの合法性を認めるべきかについて

の筆者の検討は、現行法令下における実務対応において検討 した内容 とほぼ同様である。

133同法第 ■7条前段。
134筆者が調査 した限 り、中国国内におけるス トライキに関連する論文において、攻撃的ロ

ックアウトについて触れた論文は見当たらなかった。
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これを法令上どのように規定すべきであるかという点について検討すると、積極的ロッ

クアウトの合法要件については、

① 事実上のス トライキ継続中に、使用者側に既に事務所 。工場躯体、生産設備、什器

備品等の破壊又はこれに類似するその他の行為によって、現実的な損失が発生して

いること。

② 労働行政部門 。工会に対 して、積極的ロックアウトを遂行する日時について、事前

に届出を行い、受理されたこと。

③ 上記②に基づき、事務所 。工場等の生産設備を占拠する労働者 らに対 して、事前に

積極的ロックアウトの告知を行 うこと。

④ このような損失を回避するために、積極的ロックアウト以外に防御手段がなく、こ

れが、やむを得ない手段であると認められること。

と規定 し、これらの要件全てを充足 して、初めて積極的ロックアウトの合法性を認める、

とすることが考えられる。

これだけの要件を満たしていれば、公平の観点上、使用者側が、生産設備等に対する労

働者 らによる (違法な)占有を強制的に排除したとしても、やむを得ないであろう。

なお、上記の積極的ロックアウトについて、日本法と同様に考えれば、裁判所 (法院)

を通 じて、妨害排除の仮処分のような保全命令を取得 して、その強制執行として行 うべき

であるとも考えられるが、現状の中国国内の実務における訴訟前保全の運用の状況や、中

国において法院に期待されている役割からすれば、法院からこのような保全命令を取得す

ることは事実上不可能であるし、仮に法院が保全命令を発令 したとしても、法院そのもの

にはこれを強制する手段がない。

従つて、執行については、上記②の要件を基に、労働行政部門において、現地の警察の

助力を得る等 して行われるべきであると考える。

・ 予防的ロックアウト (消極的ロックアウト)について

射 して、予防的ロックアウトとは、ス トライキに付随して事務所や工場といつた事業所

を占拠するという業務阻害行為が行われる可能性が高い場合に、使用者側が (事前に)労

働者側の労務提供を拒否 し、労働者の事業場への立ち入 りを拒否するようなロックアウト

を指すところ、このような消極的なロックアウ トを法令においてどのように規定すべきか

については、議論の余地を残 している。

まず、労働者 らが、ス トライキに伴 う争議行為の一手段として、単に使用者の事業所を

占拠する行為については、使用者側の管理権に対する侵害の程度は低いのであるから、単

なる事業所占拠のおそれのみをもつて、ロックアウ トは認められるべきでない135。 また、

135現行の刑法 (刑 法修正案 (九))においては、単純な住居侵入罪の規定がないことも、
このように解する理由の一つである。
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使用者側において、団体交渉が継続 してお り、将来、ス トライキが発生しそうであるとい

う場合において、それのみを理由に包括的なロックアウトを行 うこともまた認められるべ

きではない。

そうであるとすれば、予防的ロックアウトが合法となる場合は、極めて限定的な場合で

あり、これを法令の条項として規定すると抽象的な文言にならぎるを得ないが、このよう

な拍象的な文言を規定 した場合、使用者側がこれを濫用 して、労働者側が行 うス トライキ

の効果を無に帰せ しめる可能性もあるため、この合法要件を明文化することは、技術的に

困難である。

日本法においても、このようなロックアウ トが合法であると認められた事例は、例えば

労働者が理不尽な時限ス トライキを行っているという状況が反復 している場合136等、極め

て少数であることも併せ鑑みれば、予防的ロックアウトについては、原則 として合法性を

認めず、それぞれの事例において極めて厳格にその合法性を判断することとし、敢えて条

項において詳細を規定しないことも視野に入れるべきであると考えられる187。

(5)ス トライキ継続中・冷却期間における労働行政部門による調停

既に述べた通 り、事実上のス トライキが多発 していた 2010年 ころから現在に至るまで、

労働行政部門は、労働者が行った事実上のス トライキを強制的に排除することなく、これ

に対して比較的寛容な姿勢を取り続けている。

また、事実上のス トライキが発生し、企業内における労使間の団体交渉において解決す

ることが困難になった場合には、労働行政部門 (労働行政部門の意を受けた上級工会を含

む。)が労使間の仲裁者となって、事実上のス トライキを緩解する方向に導こうとする例も

みられた138(失敗 した例も多数ある)。

中国における現行の統治機構上、事実上のス トライキに関して労働行政部門が妥当と考

える解決案を強制的に実現させようと考えた場合、これを実現するだけの権威性・強制力

を有 しているとい う意味において、これ らの機関が本腰を入れて事実上のス トライキの解

決に乗 り出した場合、労使双方に対 して相当な圧力を持った説得 となる。

そ うであるならば、事実上のス トライキの継続中やその冷却期間において、労使の一方

又は双方が、労働行政部門に対 して調停を依頼 した場合や、労働行政部門において、事実

上のス トライキが当該地域全体の雇用環境等に大きな影響を与えると判断した場合には、

労働行政部門がこれに介入 し、労使双方に対 して仲介的な役割を果たしたり、当該紛争の

136安威川生コンクリー ト事件・最三小判平 18年 4月 18日 (民集 60巻 4号 1548頁 )。

137なお、仮に予防的ロックアウトが合法であると判断された場合であっても、これにより

労務の提供ができなくなったス トライキに参加 していない労働者については、労働者側の

責めにより労務の提供ができかつたと解することはできないから、原則 として、使用者は

賃金支払義務を免除されないというべきであろう。
138王若晶 「地方政府介入雲工的策略選択及原因分析 (原文 地方政府介入妥工的策略逸拝

及原因分析)」 『 中国人力資源開発』2013年 1月 90頁以下。
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解決に関する意見を述べたり、調停案130を提供したりする権
‐
限を認めるべきである。

もちろん、上記のような介入に際して、労働行政部門の担当者が労使紛争の一方から賄

賂を授受する等の不正な行為が行われていた場合、収賄側に対する処罰はもちろん、贈賄

側に対して当該労使紛争において不利益な認定がなされる等のペナルティを規定すること

により、労働行政部門による1介入に対する公正が1強 く担保されなければなら―ないことは当

然である。

このよ―うな観点からすれば、事後、労働行政部門の介入についての公正を確認する手段

を留保すべきであ り、能動的・受動
―
的な介入いずれにおいても、労使双方は、このような

介入に対して労働仲裁・訴訟を申し立てることができるよう、併せて、現行の法令を改正

すべきである。

第 6節 立法への提言のまとめ

以上、立法に関する提言を綾々述べてきたが、上記の各提言の内容をフローチャー トに

まとめると、下記の図解 2の通りとなる。

図解 2 立法への提言のまとめ (フ ローチャー ト)

立法への提雷のまとめ (フ ローチャート)

(上記において記載されている合法要件①ないし合法要件④、要件⑤は以下の図解 3の通

りである。)

ユ鉤 どのような場合にこのような意見。調停案に強―制力を持たせるべき力Чこついては、本章
第 21節で述べた通りである。
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図解 3 立法への提言のまとめ (要件 )

立法への提言のまとめ (要件)

事実上のストライキ

合法要伸Э

①貸用者便1に、ストライヤに先行する違法行
為又は労1雲 契約に対する違反があり これ
らの是正を求めて労働者がス トライ■に
至った場合

④使用者償よに、ストライ■に先行する労働契
約に重大な影どを与える、又はその蓋然性
が極めて高tヽ行為があり、これらの是正を
求めて労働者がストライ■に至ったを合

◎労う者rlみ
く行ったストライヤち(驚ど統時商、

行為馨僚等において渭当性の楚国内で行わ
れ、実質的には,議行為と言える程度tiま

で至っておらず、使用者恨Jの生産 盗奮に
及ぼ した影書が小 さく、正当な団体交/;に
おける要求提起 という競 に収まる行為で

あると民えられる場合

③その他、当該ストライキについて、使用者
Ittlに 上講e(②に準する婦貢性があると露
められる場合

狭機のストライキ
合法要緯Э

○労働者向が、正当な方法によリロI終交渉を
提票 したにもかかわらi使 用者側が一定
の期間内に、使用者βlが団体交渉の場を設
けなかった場合

②僕用者♂」が、労働者倒の代表音選任手続に
介入し、有効な労働者代求の選出を困難に
する等、労働者猥1の団体交渉を著しく困難
にした場合

③団体交渉のナBを 設定したにもかかゎらず、
使用者償Jが正当な理由なく、団体交渉に出
額しなかった場合

Э団体交渉の場において、使用者偶1カヽ 使用

者 l〕lに よる速法行為又は労轟契約に対する

進反を改善する合理的な方法を提案 策定
しなかった場合

⑥団体交渉の場において 使用者側力k合法
な労0,状僣‐労働契約に重大な影害を与え
る、又は与える蓋然性が極めて高い使用者
倒の行為につ tヽ て、 これを是正する合理的
な方法を提窯 策定 しなかった場合

0そ の他、団体交渉において、労働者倒力給

理的な利益について要求を行つたにもかか

わらず、使用者働と労働者慣tと が有効な妥
箱票を締結できなかった場合

tDJに 著しい不好む益を及Iすす
惑様でストライ■ (不合避
な時晨れストライキの繰り
返し幸)を 行っている場合
等

`

嶺極的ロックアウト

合法要件④

これが、やむを得ない手段
であると露められること。

①事実上のストライキ催擁中
に、使用者側に層:に 事務
所 至場籍体、生産設備
件需篤品野の敏壌又はこれ
に類似するその他の行為に
よって、現案的な損矢が発
生していること,

0労6行政溺Fl 二会に対し
て、嶺亜的ロック,ウ トを
進行する日時について、子
前に届出を行い 受理さ■

③上記②に萎づき、事務所
三場等の生重設備を占瑯す
る労働者らに射して 軍前
に綬極的

=ニ

ックアウトの告
剣を行うこと。

①このような長矢を回遅する
ために、摂環的ロックアウ
ト以外に防露手段う(な く、

消懐的ロックアウト

合法要倫①

労箇若側が意目的に使用者

強制力のある預停祭

要奮、/S)

①団体夷ガの要求手預のうち権れti驚する幼争
0倒調

=向
に先行するこ,ミ行為又Iよ労色:更れに対する建反があら場合

等、労色奮●lに 正当性が露められることわt明 らかである場合

第 9章 終わ りに

以上のように、本論文では、現状中国で起こり続けている事実上のス トライキについて、

その原因、現状の立法状況、司法 。行政のこれに対する対応、実務的な予防策・解決策を

紹介 した上で、これらを横断的・帰納的に分析 し、さらには、現状、まだ中国国内におい

ては議論 されていないようなス トライキに付随する労働者側の争議行為、及びス トライキ

に対する使用者側の対抗手段の合法性についても、日本法における議論をベースに検討 し、

これ らについて、中国法及びその実務の状況等を参照 しつつ、このような集団的労働紛争

の解決に向けて、どのような立法を行 うべきかを模索してきた。

事実上のス トライキは、あくまでも、労働者側がその要求について使用者側 と団体交渉

を行 うための手段の一つであって、事実上のス トライキを行 うこと自体が労働者側の本来

の目的ではない。このため、仮に、ス トライキに関して、本論文で検討 したような立法が

行われ、一定の要件を満たす場合にその合法性を認めたとしても、事実上のス トライキに

おける労働者側の要求事項がそれだけで満たされるわけではない。また、本論文の趣旨は、

労働者がス トライキを行 うことを積極的に推奨するものでもない。

本論文においても、事実上のス トライキの合法性を検討するに際して、傍論的に触れて

きたが、筆者は、このような状況に至らずとも、使用者側において、労働者側の要求を事

前に把握 し、使用者側が自らこれ らを改善したり、このような要求事項について労使間に

おいて団体交渉を行い、相互に忌憚のない意見交換を行った りする等して、ス トライキを

発生させないことが、労使相互の関係 としては理想的であると考えている。

筆者は、このような理想の下、本論文で述べたように、一定の場合にス トライキに合法
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性を認めるとい う法令が詳細に制定されれば、労使双方がより対等に交渉することが可能

になり、より真剣に、生産的な団体交渉が行われる一助になるものになると確信 している。

また、本論文では、ス トライキに関連する限りで労使間における集団的労働紛争の解決

手続についても触れてきたが、中国における現状の労働紛争の解決手続は、原則 として個

別の労働者 と使用者 との個別的労働紛争を想定 しており、実務においても、集団的労働紛

争は、単に個別的労働紛争が複数併合されたものとして取り扱われている140。

しかし、ス トライキやこれに関連するような集団的労働紛争 (特 に利益に関する紛争 )

においては、例えば、全労働者の賃金の底上げ等、労働者全体の利益に関わる事項 (当 事

者 となっていないその他の労働者 らにもその効力が及ぶような事項)が紛争の対象となっ

ていることも多い。このような労働紛争は、単純に個別的労働紛争が複数併合されたもの

ではないため、現状の労働紛争の解決手続は、このような類型の集団的労働紛争の解決に

は、 うまく機能 しないことがある141。

従って、本論文において検討 したようなス トライキに関連する法令が制定され、その実

務的運用が安定した以降においては、さらに進んで、これらの団体交渉、争議行為により

得られた結果が、どのように他の労働者にも反映されるか等、集団的労働紛争の解決にも

対応するように、労働紛争の解決手続に関連する法令を改正することが必要となろう142。
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